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序文 

 

 日本国政府は、カンボジア王国政府の要請に基づき、同国の感染症対策計画にかかる基本設計調査を行

うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 16 年 2 月から平成 16 年 3 月まで基本設計調査団を現地に派遣しました。 

 調査団は、カンボジア王国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施し、

帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本プロジェクトの推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成16年6月   

 独立行政法人国際協力機構 

 理事    松 井 靖 夫 
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 写真1：麻疹撲滅キャンペーン実施のため、ポイ・ペト

ヘルスセンター前に集まる保健スタッフ 

 写真2：保健スタッフが持つワクチンキャリア 

ワクチンが保管され、接種場所まで運ばれる 

 

 

 

写真3：ワクチンを保管しているガス・電気式冷凍冷蔵
庫とコールドボックス（ポイ・ペトヘルスセンター） 
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写真11：ワクチン接種後のオートディスエイブル注射
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写真13：プノンペン特別市北保健区事務所 
結核の治療のために患者が集まっている 

 写真 14：結核の治療を待つ患者 

 

 

 

写真15：結核治療啓蒙ポスター  写真 16：抗結核薬 
ヘルスセンターで患者別のケースに分ける 

 

 

 

写真17：抗結核薬 
1人1回分の投与量が収められている 
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写真19：喀痰塗抹検査 
検体 

 写真 20：喀痰塗抹検査 
喀痰標本へ検査薬を滴下する 

 

 

 

写真21：喀痰塗抹検査 
喀痰標本を加熱して染色する 

 写真 22：喀痰塗抹検査 
顕微鏡で染色された標本の観察を行う 

   

   

 



 

略語集 

AIDS Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群 

BCG Bacillus Calmette-Guerine 結核予防ワクチン 

BHN Basic Human Needs ベーシック・ヒューマン・ニーズ 

CENAT National Center for Tuberculosis and Leprosy Control 国立結核センター 

CFC Chloro Fluoro Carbon クロロフルオロカーボン；フロンの一種 

CMS Central Medical Stores 中央医薬品倉庫 

CVP Children’s Vaccine Program 子どものためのワクチンプログラム 

DPT Diphtheria-Pertussis-Tetanus Combined Vaccine ジフテリア百日咳破傷風混合ワクチン 

EPI Expanded Program on Immunization 予防接種拡大計画 

GAVI Global Alliance for Vaccine and Immunization ワクチンと予防接種のための世界同盟 

GDF Global Drug Facility 世界抗結核薬機構 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GNI Gross National Income 国民総所得 

HIV Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス 

IUATLD International Union against Tuberculosis and  
Lung Disease 

国際結核肺疾患予防連合 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

MTEF Medium Term Expenditure Framework 中期支出枠組み書 

NIP National Immunization Program 国家予防接種拡大計画課 

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略ペーパー 

UNICEF United Nations Children's Fund 国連児童基金 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

WPRO WHO Western Pacific Regional Office 世界保健機関西太平洋地域事務所 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 

 

１-１ 当該セクターの現状と課題 

１-１-１ 現状と課題 

カンボジア王国（以下、カンボジア）では、長期に渡る国家の混乱とそれによる経済的疲弊の影響もあ

り、国民の保健指標は、表 1-1 に示したように東アジア地域ではラオスとともに非常に劣った状況にある。  

 

表 1-1 東アジア地域保健指標比較（1999 年） 

 乳児死亡率1 5 歳未満児死亡率2 平均寿命（歳） 

カンボジア 86 122 54 

ラオス 93 111 54 

タイ 26 30 69 

ヴィエトナム 31 40 68 
東アジアと 
太平洋諸国平均 

35 45 69 

出典：2001 年ユニセフ資料 

 

 高い乳児死亡率の主な原因には、下痢疾患、急性呼吸器感染症、栄養失調の他、麻疹などワクチンで予

防可能な疾患も含まれている。カンボジアでは結核、百日咳、ジフテリア、破傷風、麻疹、ポリオ（小児

麻痺）の 6 種類の感染症罹患率と死亡率の減少を目標に予防接種活動が 1981 年から開始されたが、不安定

な政情やコールドチェーン機材の老朽化、地方における機材不足の影響で、1995 年には 75%までに上昇し

た完全予防接種率（1 歳未満乳児の BCG、麻疹、ポリオ、DPT3のすべての接種をうけた割合）は 1996 年以

降低下傾向にあり、1999 年度には 63%にまで低下したと報告されている。 

2001 年の地域別 1 歳未満児の予防接種率を図 1-1 に示したが、特に接種率の低い地域はタイ国境近くの

コッコン州、パイリン特別市、シアヌークビル特別市、ラオス国境近くのプレアヴィヒア州、ストゥント

レン州、ヴェトナム国境沿いのモンドルキリー州で、山岳地帯や地雷除去対象地域などが含まれている。 

                                                 

1 出生時から 1 歳になる日までに死亡する確率で、出生 1,000 人あたりの死亡数であらわす。 
2 出生時から 5 歳になる日までに死亡する確率で、出生 1,000 人あたりの死亡数であらわす。 
3 DPT: ジフテリア（Diphteria）、百日咳（Pertussis）、破傷風（Tetanus）混合ワクチン 
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カンボジアでは1997年に東アジア最後のポリオ患者が報告されたのち、ポリオ患者数ゼロを維持し、2000

年にポリオ根絶4が宣言された。ところが、未だポリオ根絶が宣言されていないタイとの国境付近に位置す

るコッコン州、シアヌークビル特別市、パイリン特別市などには近年労働者や交易上の人口流入が多く、

接種率の低下により感染症の流行が懸念されており、早急に予防接種率を上げる必要が生じている。 
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出典：National Health Statistics Report 2001 

図 １-１ 地域別ワクチンカバー率 

  

また、カンボジアではポルポト時代を含む内戦期に流行が拡大した結核の患者数は 6 万 3,000 人を数え、

人口 10 万人あたり 539 人と世界の中でも最悪の水準にあり、WHO によって結核対策最重点国の一つとし

て定められている。1994 年から WHO が進めている DOTS 5が導入され順調に成果を上げてきたが、同時に

本格化した保健医療改革により病院の統廃合が行われ病院数が減少したために通えなくなった患者や、受

益者負担制度が導入されたため DOTS から脱落する患者が増加した。脱落者の増加は、薬の中断による結

核菌の耐性発現の危険性を高めるため、その速やかな対応が必要とされる。そこで JICA の「結核対策プロ

                                                 

4 ポリオ根絶計画：1988 年の世界保健総会で設定された2000 年までにポリオウィルスを世界中から根絶するという計画。具体的には 1歳未満児の
通常の接種に加え、ポリオワクチンの一斉投与とサーベイランスシステムの整備によってポリオ症例をなくす事業である。現在その達成目標は
2005 年までに延長されている。 

5 DOTS: Direct Observed Treatment, Short Course 直接監視下短期化学療法。WHO が推奨する結核対策戦略の名称で、喀痰塗抹検査で患者
を発見し、保健従事者の監視のもとに患者の抗結核薬服用を確認する保健サービスによって感染拡大を防止する。結核対策への政府の強力な
取り組み、患者記録の整備と報告体制に基づいた対策の監督と評価もDOTS 戦略に含まれる。 
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ジェクト」（技術協力プロジェクト）によってあらためてヘルスセンターへのDOTS 導入が計画され、3 省

9 ヵ所のヘルスセンターにおけるパイロット研究が 1999 年から開始された。その後除々に対象地域が拡大

され、2001 年にすべてのヘルスセンターで治療を行う拡大DOTS 計画が正式なカンボジアの政策として決

定されている。現在のところWHO が設定した DOTS の目標値である治癒率 85%を維持しているが、結核患

者の発見については依然目標値である 70%に到達していない。最近では、エイズウイルス（HIV）感染によ

り結核の合併感染の爆発的増加も懸念されるため、更なるDOTS の強化が緊急課題となっている。 

 

１-１-２ 開発計画 

カンボジア政府は、「第 2 次社会経済開発計画（2001 年～2005 年）」において、貧困削減を主要目標とし、

保健医療サービスの強化及び教育レベルの改善によって、人的資源の確保及び貧困層の経済活動参加機会

の拡大を目指している。このうち保健分野に関しては、  

① 予防接種活動強化による母子保健衛生の向上 

② 感染症罹患率の低下 

を具体的戦略としている。 

また、保健省は「保健分野戦略計画（2003 年～2007 年）」において、予防接種、結核対策、マラリア対

策及び HIV6/AIDS7対策を最重要課題に位置付けている。 

「国家予防接種戦略 5 ヵ年計画（2001 年～2005 年）」では、2005 年までにすべての地区において完全予

防接種率を 80%までに向上させること、「国家結核対策戦略 5 ヵ年計画（2001 年～2005 年）」では、2005 年

までに少なくとも患者発見率を 70%に向上させ、治癒率 85%の維持を目標としている。 

2003 年 1 月には「貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper、以下 PRSP）最終版」が策定

された。この中で、貧困削減を実現するための重点基本方針が 8 項目挙げられており、そのうち「安全の

確保」及び「能力の向上」という 2 つの項目において、保健分野の充実が謳われている。性別、年齢、居

                                                 
6 HIV：Human Immunodeficiency Virus,ヒト免疫不全ウィルス。1983 年に発見され全世界に感染者がいるHIV-1 と1986 年に発見された HIV-2 の

種類がある。ヒトのリンパ球に入り込み、遺伝子情報の逆転写で増殖し、徐々にリンパ球を減少させ免疫機能を低下させる。 

7 AIDS：Acquired immuno-Deficiency Syndrome, 後天性免疫不全症候群。免疫不全が進行して、通常は問題とならないような病原体によって発生
する感染症（日和見感染症）を合併するような重篤な状態。 
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住地、支払能力に関わらず、平等に高いレベルの実証的な保健サービスが受けられるよう、具体的な行動

計画が定められている。予防接種は保健センターレベルでの基本的保健サービスの強化の一環として、結

核対策はHIV/AIDS、マラリア、デング熱と並び特に重要視する感染症対策の強化として位置付けられてお

り、 

① 完全予防接種率の改善 

② 結核の有病率及び死亡率の低下 

などの目標が掲げられている。 

 これらの目標達成のため、追加予防接種キャンペーンの実施やコールドチェーン機材整備等による予防

接種実施体制の強化、拡大 DOTS 計画実施体制の強化が図られているところであり、本計画はこれらカン

ボジアの保健計画の目標達成を支援するものである。 

 

１-１-３ 社会経済状況 

1970 年代以降の長期にわたる内戦と混乱の後、1993 年に制憲議会選挙が実施され、新生カンボジア王国

が誕生した。国際社会の支援を得て国の再建が本格化し、1994 年から 1996 年にかけて、平均 6.1％の GDP

成長率を達成した。順調に滑り出した新生王国であるが、1998 年の選挙を控え、二大政党の確執が高まり、

1997 年 7 月、首都プノンペンで武力衝突が発生した。この政治紛争及び 1998 年のアジア経済危機による外

国援助や投資、観光収入の減少等により、カンボジアの経済状況は悪化した（1997 年の GDP成長率：3.7％、

1998 年：1.5％）。その後、発足した新政権は自らを「経済政権」と銘打ち、国内の健全な発展のために効

率的な行財政制度の構築が不可欠との認識のもと、経済再建を最大の課題として主な５つの改革（財政改

革、森林資源管理、兵員削減、行政改革、社会セクター改革）を積極的に推進した。 

その後付加価値税（10%）の導入等による財政収入の増加（対 GDP 比 8.6%（1998 年）から 11.5％（2000

年）に上昇）や森林の不法伐採の減少等、改革の初期の成果が現れる中、国内経済も少しずつ回復し始め、

2000 年は 5.4％、2001 年は 5.3％の GDP成長率を達成した。2002 年の GDP は約 37 億ドルであった。しか

しながら、一人当たりの GNI は 280 ドルで依然として最貧国の一つとなっている。 

1998 年国勢調査によると、総人口は約 1,144 万人、そのうち15 歳以下が人口の 42.8%を占めており、84.3%

の人口は地方に住んでいる。主要都市人口はプノンペン 99.8 万人(1998 年)、シアヌークビル 15.6 万（1998
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年）である。 

 

１-２ 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

カンボジア保健省は、全土に良質な保健サービスを供給するという目標に向けて、ヘルスセンターレベ

ルにおける保健サービスの強化や「国家予防接種戦略 5 ヵ年計画」及び「国家結核対策戦略 5 ヵ年計画」

を含む感染症対策を重要戦略として位置付け、全国規模で徐々に活動を拡大している。 

予防接種戦略計画は 1986 年から開始され、1988 年からは全州に拡大されたが、その後の政情不安によっ

て、活動の中断や縮小を余儀なくされたばかりでなく、車両を含むコールドチェーン機材の定期的な更新

や新規購入、キャンペーンの実施なども大きく影響を受けてきた。カンボジアでは、1990年代初めにUNICEF

の支援によって配備されたコールドルームや冷凍冷蔵庫、車両が使用されているが、すでに 10 年以上を経

過し老朽化が著しい。地方の州保健局や保健区8事務所に配備されている冷凍冷蔵庫は旧式のケロシン（灯

油）式であり、温度管理が難しく容量も不足していることから、人口増加によるワクチン保管量の増加に

対応できない地域も多くなっている。カンボジアではワクチン損失率9が麻疹 68%、ポリオ52%にものぼって

いるが、その原因のひとつとして、特にコールドチェーン機材の不足に起因した不適切なワクチン保管が

指摘されている。多くのヘルスセンターには冷蔵庫が設置されていないため、毎週月曜日に保健区事務所

にコールドボックスを持参し未使用のワクチンを返却し、新しいワクチンを受け取る体制となっており、

改善が必要とされている。農村部や山岳部、国境地帯などでは、アウトリーチ活動10による予防接種活動の

継続と強化が行われているが、ワクチン輸送やアウトリーチ活動用の車輌不足によってワクチン接種活動

の鈍化が認められている。 

表 1-2 に現在のカンボジアにおける定期予防接種スケジュールを示す。 

 

                                                 
8 保健区：Operational District。10～15 カ所のヘルスセンターの管理地域として保健省が定めた区割り。行政区分上の郡をいくつか統合している

場合もある。保健区事務所が管轄し、中心病院はリファレル病院と位置づけられている。 

9 ワクチン損失率：ワクチン輸送時の破損やワクチン接種に使用されずに廃棄されるワクチンの割合を示す。ワクチン1バイアル中に10人分の量が
含まれる（10 ﾄﾞー ｽ分の）場合で、1 日のワクチン接種対象者が1 人しかいなかった場合 9 人分が廃棄されることになる。したがってその損失率は
9/10 で90%となる。損失率はワクチンの包装単位（1バイアル中のﾄ゙ｰｽ量）、対象者人数、不適切な冷蔵庫の温度管理など様々な要因によって変
動する。 

10 アウトリーチ活動：ヘルスセンターから患者の居住地まで出かけていって予防接種活動を行うこと。巡回医療の一部。 
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表 1-2 カンボジアにおけるワクチン接種スケジュール 

ワクチン名 回数 時期 
BCG 1 誕生時 
経口ポリオ 4 誕生時、6 週後、10 週後、14 週後 
DPT-B 型肝炎 3 6 週後、10 週後、14 週後 
麻疹 1 9 ヵ月目 
破傷風 2 妊娠確定時、1 回目接種から 1 ヵ月後 
出典：保健省資料（2001 年） 

このうち、麻疹については生後 9 ヶ月の乳児に対し 1 回のみ行われてきたが、通常麻疹ワクチンの 1 回

の接種で免疫を獲得する割合は 80%と推定されており、一度獲得した免疫能も徐々に低下することが報告さ

れている。1999 年には実態調査が行われ、麻疹患者数は 1999 年には 13,827 人、2000 年には 12,327 人であ

ったが、これらは実際に発生した患者数の 40%から 50%にすぎないと推測され、その制圧がいまだに大きな

課題となっている。現在、国境地帯や都市の一部で麻疹の流行が認められているが、その背景には定期予

防接種や 2000 年 12 月から 2003 年 4 月にかけて 3 期に分けて行われた一斉投与（キャッチアップキャンペ

ーン）時の接種もれ、接種時に抗体価が十分上がらなかったこと、抗体の自然低下等による感受性人口が

減少していないことなどが指摘されている。麻疹撲滅にあたり、感受性人口の解消と免疫獲得者の免疫増

強（これをブースターという）のための接種が急務となっている。また、ポリオについても、ポリオ根絶

の状態（ポリオフリー）を維持するために、隣国からのウイルス流入が懸念されているタイ国境の州を中

心に 5 歳以下の乳幼児を対象に追加接種活動が必要とされているが、このようなワクチン量の急激な増加

が保健省財政を逼迫させている。 

ワクチン接種活動が推進されると、使用される注射器の量も増大する。カンボジアでは、1999 年からオ

ートディスエイブル注射器 11をキャンペーンに導入した。2001 年からは定期接種への試験的導入をコンポン

チャーム州で行い、2002 年 11 月から全国展開を予定している。従って、今後は廃棄されるオートディスエ

イブル注射器の量も増大し、環境に配慮した廃棄方法の選択が必要となる。 

結核対策について、これまで結核治療は無料で行われており、薬剤の調達は主にドイツの支援で行われ

てきた。しかし 1997 年以降ドイツが支援を中止したため、代わって保健省が薬剤を購入することとなった

が、調達をカンボジア内の 1 企業のみに依頼したため、医薬品予算の高騰を招く結果となった。2001 年か

                                                 
11 オートディスエイブル（Autodisable）注射器：不衛生な使用によって生じる感染症を防止する目的で開発された、1 回の使用でそれ以降使用不可に

なる注射器 
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らは保健省に調達部門が設立され入札を行うことになったが、依然として国際価格の 3 倍以上の医薬品が

調達されたり、粗悪品が流通するなど品質管理が充分でなく、また不定期な供給による在庫の枯渇が危惧

されている。加えて 2003 年からは国際一般入札が開始され、その混乱による医薬品不足やGDF 12から緊急

購入する事態も想定されるなど、医薬品の調達に関しての問題が多い。結核は治療を中断すると薬剤耐性

結核の流行を促すことにもなりかねないため、国際基準に準じた良質な医薬品の安定した調達と供給を行

えるよう、医薬品の調達・管理・供給体制の改良を行うことが喫緊の課題となっている。 

DOTS は、1999 年から開始された JICA 技術協力プロジェクト「結核対策プロジェクト」の支援もあり、

治癒率も目標レベルに達して順調に進捗してきている。また、HIV との合併や再発防止に対して従来の治

療法では限界があるため、再発率の低下や HIV 合併結核患者の死亡率の減少が期待される新処方治療への

切り替えが計画されている。新処方への切り替えは、2003 年からパイロットスタディを始め、その結果を

みて 2005 年から全国展開する予定である。新処方では特に不適切な使用で耐性菌が生じやすいリファンピ

シンを長期に投与するため、その品質の確保は重要で DOTS の成果を大きく左右させるものである。従っ

て、処方変更前後の期間に品質のよい医薬品や検査試薬を確保し、その期間内に同時にカンボジアのロジ

スティックス体制を改良するための支援を必要としている。 

以上の状況から、カンボジア保健省は予防接種戦略計画にかかるコールドチェーン機材、ワクチン、オ

ートディスエイブル注射器と DOTS の重要な機材である抗結核薬などの調達に係る支援を我が国に要請し

てきたものである。 

なお、本計画は 2001 年に要請が行われ、3 期にわたり実施されることが決定された。今次計画は第 2 期

目の実施である。 

 

１-３ 我が国の援助動向 

近年における保健医療分野での我が国の主な技術協力は表 1-3 のとおりである。 

 

                                                 
12 GDF： Global TB Drug Facility 世界抗結核薬機構。DOTS のために質のよい抗結核薬の調達を支援する機関として WHO を中心としてロックフ

ェラー財団、世界銀行などの協力で設立された機関。 
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表 1-3 保健医療分野での技術協力案件 

実施年度 プロジェクト名 内容 

平成7～11年度 母子保健プロジェクト 
(技術協力プロジェクト) 

母子保健に関する管理システムの構築、トレーナーズトレ
ーニングの実施、研修員受入 

平成11～16年度 結核対策プロジェクト 
(技術協力プロジェクト) 

治療薬適正使用のモニタ、管理能力の向上、検査マニ
ュアルの開発、研修員受入 

平成12～16年度 母子保健プロジェクトII期 
(技術協力プロジェクト) 

研修部の設立、運営体制の改善、薬品・物流システムの
構築、巡回監督官の研修、研修員受入 

平成15～20年度 医療技術者育成プロジェクト 

（技術協力プロジェクト） 

国立医療技術学校や地方看護学校における、看護・臨
床検査技師等の人材の育成、ガイドラインの策定 

出典：JICA資料（2003年） 

 2004 年 7 月 31 日に終了する結核対策プロジェクトについては、引き続き 5 年間の第 2 フェーズが計画さ

れている。 

近年における保健医療分野での主な無償資金協力は表 1-4 のとおりである。 

 

表1-4 保健医療分野での無償資金協力 

実施年度 案件名 供与限度額 

平成4年度 プノンペン市医療機材整備計画 5.17億円 

平成7年度 母子保健センター建設計画 17.61億円 

平成7年度 ワクチン接種体制整備計画 0.84億円 

平成10年度 母子保健サービス改善計画 3.63億円 

平成11年度 国立結核センター改善計画 8.03億円 

平成11年度 シアムリアップ病院医療機材整備計画 1.12億円 

平成13年度 乳幼児死亡率・罹患率低下計画 3.80億円 

平成15年度 感染症対策計画（1/3期） 3.95億円 

出典：ODA白書 無償資金協力実績 

 

 

１-４ 他ドナーの援助動向 

予防接種戦略計画及び結核対策計画に対する日本以外のドナー及び国際機関の援助状況は以下のとおりで

ある。 
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表 1-5 他ドナーの援助状況 （2003 年） 

援助機関名 金額（US$) 支援内容 

UNICEF 740,000 コールドチェーン機材の供与、予防接種活動資金援助 

WHO 122,049 
注射器、セーフティボックス等の供与、予防接種活動資金
援助 

世界ワクチン予防
接種協定（GAVI） 

1,298,421 DPT-B型肝炎混合ワクチン、注射器等の供与 

子どものためのワク
チ ン プ ロ グ ラ ム
（CVP） 

346,750 コールドチェーン機材の供与、予防接種活動資金援助 

    出典：保健省資料 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

 

２-１ プロジェクトの実施体制 

２-１-１ 組織・人員 

本プロジェクトの主管官庁は保健省である。図 2－1 に保健省の組織図を示した。 

 

2名

5名

大臣／長官
Senior Minister &
Minister of Health

次官
Secretary of State

次官補
Under Secretary of State

官房
Cabinet

管理・財務総局長
Directorate General for

Administration & Finance

保健総局長
Directorate General

for Health

監査総局長
Directorate General

for Inspection

保健企画・情報部
Dept. of Health

Planning and
Information

人事部
Dept. of
Personal

管理部
Dept. of

Adminisration

予算・財務部
Dept. of

Budget & Finance

薬品・食料・医療資材
部

Dept. of Drug, Food,
Medical Materials

Cosmetics

予防医学部
Dept. of Preventive

Medicine

秘書室
Office Secretariat

国立センター、
国立病院、研修所
National Centers,
National Hospitals,
Training Institute

人材開発部
Dept. of

Human Resource
Development

病院サービス部
Dept. of Hospital Serivice

感染症対策部
Dept. of Communicable

Disease Control

保健区事務所
Operational Distric Health

Office (75)

国際関係局
Bureau of

International Relations

州保健局
Provincial Health

Depatment

リフェラル病院
Referral Hospitals

(67)

ヘルスセンター
Health Centers

(942)

国立結核センター
National Center for Tuberculosis
and Leprosy Control　（CENAT）

国家予防接種拡大計画課
National Imuunization Program

(NIP)

中央医薬品倉庫
Central Medical Store

（CMS）

 

図 2-1 保健省の組織図 

予防接種活動の運営機関は国家予防接種拡大計画課（National Immunization Program、以下「NIP課」）で

あり、感染症対策部の下に位置付けられている。DOTS 戦略を中心とする結核対策活動の運営機関は国立結
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核センター（CENAT）である。なお、医薬品や医療機材を保管し、配送する中央医薬品倉庫（ Central Medical 

Stores、以下「CMS」）は国立結核センターと同じ部局に位置付けられている。 

予防接種活動はNIP 課監督の下、75 ヵ所の保健区事務所主導で各地域の接種計画が作成され、各地域の

ヘルスセンターで実施されている。組織的にはNIP課と保健区事務所の間には 24 ヵ所の州保健局が存在す

るが、州保健局は行政機関としての位置付けが強く財務や管理が主体であり、予防接種など保健医療計画

の実施については保健区事務所が中心となって行っている。しかしながら、国境近くの州など遠隔地では

州保健局と保健区事務所が重なっている場合もあり、その役割分担は明確でない場合も少なくない。現在、

NIP 課には 30 名の職員が配属されており、6 名が予防接種実施を担当、ワクチンの購入などロジスティッ

クス業務が 5 名、そのうち１名がコールドチェーンのメンテナンスを担当している。図 2-2 に NIP 課の組

織図を示した。（人数表示のない部門は職員 1 名である。） 

 

注：人数表示のない部門の職員数は1名

NIP課

プログラムマネージャー

IEC部門
(情報・教育・コミュニケーション)

（2名）
ロジスティックス部門トレーニング部門予防接種部門

モニタリング・
サーベイランス部門

ワクチン担当

修理・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
担当

安全注射
担当

サポート
(3名）

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ担当

定期接種担当 供給担当
(2名）

サーベイランス
担当

モニタリング
担当

サポート
(5名）

管理部門
(8名） アシスタントマネージャー

 

図 2-2 NIP 課の組織図 

州保健局の職員数は管轄する人口や保健区事務所数によって異なるが、概ね予防接種を担当する職員は

州保健局に 3～4 名、保健区事務所に 3 名配置されており、看護師であることが多い。州保健局にはコール

ドチェーン維持管理のためのトレーニングを受けた技師が最低 1 名配置されている。 

ヘルスセンターは、保健医療改革によって郡病院から格下げになった職員 10 人以上を擁するヘルスセン

ターから職員数数名の小規模のヘルスセンターまで多様である。平均的には 6～8 人のスタッフが常勤し予

防接種に従事する職員が 2～3 名程度の規模が多い。ヘルスセンターには冷蔵庫が設置されていなかったた

めメンテナンス要員が存在しなかったが、冷蔵庫設置に備えて現在職員をトレーニング中である。 
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結核対策活動は、国立結核センター（CENAT）を中心に行われている。その活動は予防接種と同様州保

健局、保健区事務所、リファレル病院、ヘルスセンターとの密接な協力体制により遂行され、治療や診断

は無料で提供されている。国立結核センターの運営体制を図 2-3 に示した。 

 

国立結核センター
CENAT

Ｎａｔｉｏｎａｌ Center for Tuberculosis and Leprosy Control

事務局
Secretariat Sect.

管理部門
Administrative Bureau

技術部門
Technical Bureau

営繕課
Maintenance Sect.

会計課
Accounting Sect.

輸送課
Vehicle Sect.

投薬課
Dispensary Sect.

X線課
X-ray Sect.

研修・監督・調査課
Training　Supervision &

Research Sect.

薬剤課
Pharmacy Sect.

検査課
Referral Lab.

治療課
Treatment Sect.

統計・情報・教育・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ課
Statistic Planning &

Information Education
Communication Sect.

州結核対策監督者
Provincial TB and Leprosy Supervisor

州保健局
Provincial Health Dept

保健区事務所
Operational District  Health Office

ヘルスセンター
Health Center

保健区結核対策監督者
Operational District TB and Leprosy Supervisor

ヘルスセンター結核対策員
Health CenterTB and Leprosy Staff

国家結核対策計画技術評議会
National Programme for Tuberculosis Control

Technical Council

 

図 2-3 国立結核センターの運営体制 

国立結核センターの投薬課には医師 1 名、準医師 1 名、看護師 9 名の計 11 人から構成されるDOTS チー

ムが組織され、検査課（15 名）、X 線課（5 名）の職員とともに州、保健区、ヘルスセンターへの結核対策

支援を行っている。同センターには 150 床の病棟があり 6 名の医師、2 名の準医師、4 名の看護師によって、

患者の治療が行われている。 

州保健局及び保健区事務所には結核対策監督者が 1 名配置され、ヘルスセンターの結核対策職員の指導
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及び管理に従事している。リファレル病院は平均して 50 床規模の病院であり、総職員数は 25 人程度であ

るが、そのうち医師 1 名、検査技師 1 名、看護師 1 名からなる結核対策チームが組織され、患者の診断治

療を行っている。ヘルスセンターでは 1 名の準医師と看護師によって結核外来診察が行われているが、そ

の規模によっては（以前郡病院だったところでは）数床の入院施設をもつところもある。結核感染が疑わ

れる患者の喀痰塗抹検査はヘルスセンターでも行えるが、結核菌確認が必要な場合の検査や X 線検査、小

児の診断は行えないためリファレル病院に患者を送り検査を依頼する。診断の結果、治療の必要が認めら

れるとヘルスセンターまたはリファレル病院の投薬所が毎日抗結核薬を患者に投与し服用を確認するか、

または入院させることになる。プノンペンでは、外来に来ることができない高齢者や自宅療養患者の家を

訪問して抗結核薬を投与する宅配方式による治療も行われている。 

 

２-１-２ 財政・予算 

 カンボジアでは、20 年に及ぶ内戦、政治的混乱が終結し、軍事・公安費から教育、保健衛生、農業、農

村開発等の社会セクターに対し、特に優先的に予算配分が行われるようになってきた。保健・衛生分野へ

の予算割合は、1999 年以降増加し続けて、2003 年には国家総予算の 10.9%を占めるまでとなり、予算額は

2,020 億リエル（約 5,056 万 US ドル）となった。財務省の「中期予算計画（2002-2007 年）」では、保健省

予算は 2004 年には約 12%、2005 年には約 13％の配分が計画されており、その後も重点分野として予算配分

が行われ、毎年増額されていく計画であることが明記されている。表 2-1 に保健省の予算の経緯を示す。 

 

表 2-1 保健省予算 

(単位：百万リエル) 

 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

国家総予算 1,132,639 1,269,010 1,485,402 1,655,794 1,854,000 

保健省予算  75,366 101,808 129,749 164,391 202,000 

国家予算に占める割合 6.7% 8.0% 8.7% 9.9% 10.9% 

出典:財務省資料  

 

 

一方、予防接種戦略計画予算の保健省予算に占める割合は 2003 年には 10.27%であり、結核対策戦略計画

は 11.47%であった。表 2-2 に予防接種戦略計画と結核対策戦略計画の保健省予算に占める割合を示す。 
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             表 2-2 予防接種活動及び結核対策予算 

                                                   (単位：百万US ドル)       

 2001 年 2002 年 2003 年 

保健省予算 37.37 43.47 50.56 

予防接種戦略計画予算 4.40 5.23 5.19 

保健省予算に占める割合 11.77% 12.03% 10.27% 

結核対策計画予算 4.96 5.43 5.80 

保健省予算に占める割合 13.27% 12.49% 11.47% 

出典：財務省資料, NIP 課資料, 国立結核センター資料 

 

保健省予算の 68%（借款が 26%、無償資金 39%、その他 3%）はドナーの支援によって賄われており年によ

ってその割合に変動はあるものの、毎年増額され、確実に執行されてきた。「国家予防接種戦略 5 ヵ年計画

（2001-2005）」には 2001 年以降 5 年間の予防接種実施費用、燃料費、病院・保健センターなど医療サービ

スの強化費用など本計画関連予算額が明記されており、国立結核センターにおける DOTS 関連予算につい

ても同様に明確に計画されていることから本計画に係る予算に問題はないと考えられる。 

 

２-１-３ 技術水準 

ヘルスセンターの職員数は平均 6～７名であるが、元郡病院であったところ以外には医師はおらず、準医

師と看護師がヘルスセンターの長となっている。医師は 8 年間（以前は 7 年間）の大学における医学部教

育を、準医師は 4 年間の医学部教育を修了し、看護師は 3 年間の教育を医療技術学校でうけている。 

ワクチン接種については、それに専従するヘルスセンターの職員は平均 2～3 名で準医師や看護師である

が、すべてワクチン接種に係るトレーニングを終了しており、安全な注射の実施に係るガイドラインに従

ってアウトリーチ活動を実施しており問題はない。 

コールドチェーンの簡単な修理を行える要員は州保健局におり、必要に応じて保健区事務所を支援してい

るが、複雑な修理については NIP 課から技術者が派遣され、それでも手に負えない場合には中央の代理店

に依頼することとなる。 

カンボジアの検査技師は 3 年間の医療技術学校での教育と国立結核センターにおける 2 週間の検査実習

によって養成されている。しかしながら、検査技師は卒業後には公務員よりも給料の高い私立病院などへ

の就職を希望し、ヘルスセンターやリファレル病院にはほとんど就職しないため、これらの施設での検査
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は看護師が担当することが多い。国立結核センターではこの看護師に対し喀痰塗抹検査トレーニングを 1

ヵ月間程度行って検査技術を習得させ、その後も定期的に検査の精度をチェックしているため、検査技術

や検査結果の信頼性に問題はない。 

ワクチンや医薬品を管理する CMS には 40 名のスタッフがおり、そのうち 5 名は薬剤師である。薬剤師は

大学で 6 年間の薬学教育を受け養成される。ワクチンや医薬品に関する出納管理はコンピュータで一元管

理されており、月間、年間の受け入れ量や払い出し量などのデータは速やかに集計されている。 

 

２-１-４ 既存施設・機材 

CMS には 1992 年に UNICEF によって設置されたコールドルーム（冷蔵室、冷凍室）が稼動しているが、

老朽化のためコンプレッサーが非常に不安定な稼動状態となっているうえ、内部ファンが故障し内部壁面

も老朽化のため剥離するなど修理困難な状況のまま使用されている。また、旧式の設計のため内部の仕様

が大量のワクチン保管には適しておらず、現在実施されている麻疹キャンペーン用ワクチン（250 万人分）

や麻疹 2回制導入に伴うワクチン保管量の増大に適応できず、補助的に冷凍庫を使用している状況である。

なお、現在の倉庫領域が手狭になったため、保健省は 2 年前に UNICEF の支援をうけプノンペン近郊に敷

地を確保し、5 棟の新しい倉庫を建設し、新 CMS と呼んでいる。ここに第 1 期計画によりコールドルーム

（冷蔵室、冷凍室各 1 基）が設置され、2004 年 7 月に据え付けが完了する見通しである。 

ワクチンの保管について、州レベルでは 3 ヵ月分の必要量及び不測の事態に対応するため 1 ヵ月分の予

備在庫を、保健区レベルでは 1 ヵ月分の必要量及び 2 週間分の予備在庫を備蓄するよう定められている。

しかし、州保健局や保健区事務所に配備されている冷蔵庫の多くは 1990 年代に導入された旧式のケロシン

式冷蔵庫であり、温度管理が困難なだけでなく容量も不足しているため、必要なワクチン量保管に対応で

きない地域も少なくない。ヘルスセンターレベルでも保健区事務所同様 1 ヵ月分＋2 週間分の予備在庫を保

管することとされているが、ヘルスセンターには一部を除いて冷蔵庫が配備されておらず、通常毎週月曜

日にワクチンを受け取ってワクチン運搬用のコールドボックスに保管し、翌週の月曜日に交換することと

している。容量の大きいコールドボックスではその開閉がない場合、最長７日間は適切な温度でワクチン

保管が可能であるといわれているが、ヘルスセンターのように頻繁にワクチンの取り出しに係る開閉があ

る場合は内部温度も相当の影響をうけるため、ワクチンの長期保存や品質管理には適していない。多くの
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場合、1 週間後にはコールドボックス内に残存するすべてのワクチンが廃棄されることになり、高い損失率

の原因となっているため、早急に冷蔵庫の導入が必要である。 

表 2-3 に冷蔵庫の現状を示した。 
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表 2-3 冷蔵庫の故障状況（2003 年） 

出典：保健省資料 

故障となっている冷蔵庫は、1986 年から 1996 年の間に配備された冷蔵庫で、多くはすでに 10 年以上経

過している。州保健局や保健区事務所の冷蔵庫はその地域におけるワクチン保管の要であり、その保管能

力の如何によってワクチン損失率や接種率（カバー率）に直接影響を与えるものである。また、シアヌー

クビル特別市のように物流の中心でもあり他国からの流入人口が多い港湾地域では、その地域のカバー率

低下は疾病の流行を助長させ、国全体に与える影響も大きいため、早急な機材の更新が必要である。第 1

期計画において、計 518 台の冷蔵庫、32 台の冷凍庫が導入されることとなっている。 

カンボジアでは、村落が広範に点在する地勢状の特徴や、交通インフラの状況などからオートバイが移

動の主要な手段となっている。保健省が所有するオートバイは、所有部署ごとに使用目的が定められてお

り、別の部署との間での貸し借りはできないことになっている。予防接種活動専用に割り当てられている

ものは、州保健局向けとして 1997 年に WHO から供与された 25 台、保健区事務所向けとして 1988～89 年

に UNICEF から供与された 50 台及び 1995 年に日本の無償資金協力で調達された 85 台であるが、予防接種

No 州名 保健区数 ﾍﾙｽｾﾝﾀｰ数 冷蔵庫総数 故障数 故障率

1 ボンティアイミアンチェイ 4 53 45 5 11%

2 バッタンバン 5 74 51 4 8%

3 コンポンチャーム 10 129 86 9 10%

4 コンポンチナン 2 34 29 3 10%

5 コンポンスプー 3 50 30 7 23%

6 コンポントム 3 50 27 11 41%

7 コンポート 4 47 26 5 19%

8 カンダール 8 88 32 4 13%

9 コッコン 2 12 11 2 18%

10 クラチエ 2 22 21 4 19%

11 モンドルキリー 1 6 7 0 0%

12 プノンペン特別市 4 37 20 9 45%

13 プレアヴィヒア 1 12 19 1 5%

14 プレイヴェーン 7 90 32 6 19%

15 ポーサット 2 31 18 5 28%

16 ラッタナキリー 1 10 12 2 17%

17 バイリン特別市 1 3 2 0 0%

18 シアムリアップ 3 53 34 6 18%

19 シアヌークビル特別市 1 11 16 3 19%

20 ストゥントレン 1 10 19 1 5%

21 スヴァイリアン 3 37 40 4 10%

22 タケオ 5 70 28 6 21%

23 ケップ特別市 1 4 4 0 0%

24 ウッドーミアンチェイ 1 10 14 1 7%

カンボジア全体 75 943 623 98 16%
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活動のための移動や輸送はすべてオートバイで行われることから使用頻度が非常に高く、未舗装地域での

走行がほとんどであるため消耗が激しいことから、これら全てが故障し、使用不能となっていることが判

明した。これにより、現在は個人所有のオートバイや徒歩などの手段でアウトリーチ活動、ワクチンの搬

送など行うことを余儀なくされている。その業務量はスタッフの多大な負担となっているばかりでなく、

行動範囲もおのずと限られることから地域における保健サービスの低下が著しく、また本来迅速に行うべ

きワクチン運搬において品質の低下の危険も大きい。 

 

 

２-２ プロジェクト・サイト及び周辺の状況  

２-２-１ 関連インフラの整備状況 

2003 年 6 月時点の道路整備状況は、表 2-3 のとおりである。 

表 2-3 カテゴリー別道路の状況 

km
%

（総延長に
占める割合

km

%
(カテゴリー
別延長に占
める割合）

km

%
(カテゴリー
別延長に占
める割合）

km

%
(カテゴリー
別延長に占
める割合）

km

%
(カテゴリー
別延長に占
める割合）

国道（Aクラス） 1,988 5.6 1,333 67.0 655 33.0 1,988 100.0 0 0.0

国道（Bクラス） 2,165 6.1 315 11.7 1,850 88.3 2,165 100.0 0 0.0

州道 3,555 9.9 0 0.0 1,224 3.4 1,224 34.4 2,331 65.6

地方道 28,000 78.4 0 0.0 11,580 41.5 11,580 41.5 16,420 58.5

計 35,708 100.0 1,648 15,309 16,957 18,751

通行不可距離 アスファルト舗装 砂利舗装 通行可能

 

出典：PRSPプログレス・レポート 

 

カンボジアは、自国予算及び他国ドナーの援助により 2003 年に国道 1,650km、県道・地方道 3,000km の

改修や補修を行っている。日本は同年、175 万ドル相当の援助を行い、この計画の下で 1,242km の国道の改

修が行われた。また、すべての国道（ A クラス）の改修を実施中であり、2006 年に完了する見通しである。

この他、1,000km 以上の主要道路の改修や補修が計画されている。 

カンボジアにおける電力供給は、カンボジア電力公社と地方自治体運営の電力局により行われている。

地域別発電電力量の推移は、表 2-4 のとおりである。 
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表 2-4 地域別発電量 

                                                        （単位：GWh） 

 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 

プノンペン 286.58 341.53 358.22 379.99 426.97 

シアヌークビル 11.58 11.50 13.96 15.90 17.15 

シアムリアップ 8.25 10.02 9.46 12.18 16.05 

コンポンチャーム 3.85 4.40 5.13 5.39 5.92 

タケオ - - - 1.68 1.84 

バッタンバン - - - - 10.32 

  

内戦終了後、長期にわたって破壊、放置されていた電力供給施設をドナーの支援により整備してきてい

るものの、経済の復興・発展に伴い電力需要は急増しており、安定した電力供給のため、依然として電力

供給システムの改善を必要としている。2002 年度には、日本の無償資金協力で新たな発電所の建設が行

われ、シアムリアップの当面の電力不足を解消し、一般住民への安定した電力の安価な供給を可能とした。

徐々にではあるが電化された地域も増えつつあり、1 日あたり 8 時間以上の電気を確保できるヘルスセン

ターも増えてきている。 

 

２-２-２ 自然条件 

カンボジアの国土面積は 18.1 万 km２で日本の約半分の面積であり、インドシナ半島の中央からやや南西

に位置し、北西はタイ、北東はラオス、南東はヴェトナム南部にそれぞれ国境を接している。国土は中央

平原、丘陵大地、周辺山岳部に大別され、メコン、トンレサップの２つの河川流域に広がる広大な平野部

が中心である。 

気候は熱帯モンスーン型の高温多湿であり、季節は雨期（5～10 月）と乾期(11 月～4 月)に分かれる。首

都プノンペンでは平均気温は 27.4℃で、3～4 月頃が最も暑い時期となり、日中は 40℃にも達する。最も雨

量が多い月は 10 月で平均 256mm、最も少ない月は 1 月で平均 8mm の降水量である。雨期には湿度が 90%

以上にまで上がるが、ほとんどの雨は山岳地帯に降り（年間 5,000mm）、首都プノンペンの雨量は年間で平

均 1,400mm である。ここ数年、雨期の洪水が交通、物流に大きな影響を与えており、問題となっている。 
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２-２-３ その他 

本計画が直接サイト及びその周辺環境に直接悪影響を及ぼす惧れはない。 
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第３章 プロジェクトの内容 

 

３-１ プロジェクトの概要 

カンボジアは、国家予算、援助国支援予算及び必要プロジェクトを包括的に捉え、分野別予算配分を盛

り込んだ「中期支出枠組み書（MTEF2003-2007）」を 2002 年に初めて作成した。その中で、とくに保健分

野については、乳幼児死亡率の低下、妊産婦死亡率の低下、母子栄養状態の改善、貧困層における医療支

出負担の軽減、医療システムの改善などを最終目標として、保健医療サービスの向上、人材の育成と教育、

保健医療組織の改革に取り組んでいく計画が策定されている。本プロジェクトは、この MTEF を踏まえた

「国家予防接種戦略計画」及び「国家結核対策戦略計画」に基づくもので、「国家予防接種戦略計画」の計

画推進に重要なワクチンの調達とコールドチェーンの整備をはかることによってワクチンの品質劣化を防

止し、予防接種効果の向上をはかると同時に、「国家結核対策戦略計画」に不可欠な抗結核薬を調達して、

患者の発見率の向上と治療の推進させ、よって結核の感染拡大を防止するものである。本計画は、これら

の実施に必要な機材を調達することにより、目標の達成を支援し、予防可能な感染症の罹患率低下を図る

ことを目的とし、2003 年度に実施された計画に次いで第 2 期目として実施されるものである。 

 

３-２ 協力対象事業の基本設計 

３-２-１ 設計方針 

本無償資金協力は感染拡大防止を目的とするカンボジアの「国家予防接種戦略 5 ヵ年計画」及び「国家

結核対策戦略 5 ヵ年計画」の実施に資するため、予防接種用注射器及び使用済み注射器の安全な廃棄のた

めのセーフティボックス、州保健局、保健区事務所及び全国の予防接種場所に配置するワクチン保管用保

存用冷凍冷蔵庫、ワクチン搬送用機材、温度監視用機材､オートバイ及び抗結核薬の調達を行うための資金

を提供しようとするものである｡この計画は、以下の指針に基づき策定した。 

 

1. 基本方針（対象地域、対象人口） 

カンボジア保健省が「国家予防接種戦略計画」及び「国家結核対策戦略計画」の実施にあたり定めた指
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針に基づき、対象地域は原則としてカンボジア全国とし、対象施設は、NIP 課、国立結核センター、保健区

事務所、リファレル病院及びヘルスセンターである。ただし、経口ポリオワクチンは、隣国からのポリオ

ウイルスの侵入が懸念されているタイ国境山岳部（バッタンバン、ボンティアイミャンチェイ、ウッドー

ミアンチェイ、プレアヴィヒアの各州及びパイリン特別市）、東北部ヴェトナム国境地帯（クラチエ、スト

ゥントレン、ラッタナキリー、モンドルキリーの各州）、メコン川水上生活者の多い州（プノンペン特別市、

カンダール州）を対象とする。 

対象人口は、保健省統計 2001 年度版の州別人口を基礎とし、年間人口増加率を 2.49％（保健省設定）と

して、実施年となる 2005 年の人口を推定する。予防接種対象は 1 歳未満児であり、人口に 1 歳未満児の人

口比率 3.4％を乗じて算出する。結核の治療対象者は、国立結核センターで集計した 2003 年の患者数実績

と患者数の増加率を基に 2005 年の患者数を推定する。 

 

2. 自然条件に対する方針 

カンボジア全土が熱帯モンスーン気候帯に属するため、平均気温 27.4℃、乾期には日中 40℃にも達する。

このため、冷蔵庫は、外気温 43℃においても庫内温度を常に+2～8℃の範囲に保つことのできる機種、冷凍

庫は常に-15～-30℃の範囲に保つことのできる機種を選択する。屋外で使用するコールドボックス及びワ

クチンキャリアの外装はプラスチックなどの耐候性素材を採用する。また、ワクチンや冷蔵監視カード 13、

コールドチェーンモニターカード 14等温度管理が必要な機材については、適温管理下で輸送・保管する必要

がある。 

 

3. 社会条件に対する方針 

カンボジアの電力インフラは十分に整備されているとは言いがたく、停電がしばしばおこり、地方のヘ

ルスセンターにおいては配電されていないところも多いため、コールドチェーン機材はこれらを考慮した

                                                 
13 ワクチンが適温域（2～8℃）に保管されていることを確認するためのカード。、0℃以下の低温または 10℃及び 34℃以上の高温に一定

時間置かれた場合、カードまたはモニターマークが変色して異常を示す。変色後は再利用できない。 

14 ワクチンが高温にさらされていないことを確認するためのカード。周辺温度が 10℃及び 34℃以上に達すると、モニターマークが変色
して、ワクチンの使用可否やワクチン毎の使用条件を示す。変色後は再利用できない。 
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仕様とする必要がある。電気式の冷蔵庫は、停電時でも庫内温度を適正に保つよう、壁面に常時氷結した

チューブまたはアイスパックがめぐらされたアイスライン式とする。未電化地域に配備する冷凍・冷蔵庫

については、カンボジアのほぼ全土で LPガスの供給が可能であることから、ガス式の機材を選択する。 

 

4. 環境に対する方針 

オゾン層の保護あるいは地球温暖化防止の見地から、冷蔵庫・冷凍庫の断熱材及び冷媒はフロンガスを

含まないCFC フリーとする。 

 

5. 実施機関の運営、維持管理に係る方針 

カンボジアではコールドチェーン機材の標準化を進めており、施設のレベルやインフラに応じて 10 種類

の標準コールドチェーン機材を設定している（表 3-1）。 

 

表 3-1 標準コールドチェーン機材一覧 

保健区事務所 ヘルスセンター 
 

中央医薬品 
倉庫 州倉庫 

配電地域 未配電 
地域 

ワクチン
搬送 

配電地域 未配電 
地域 

接種 
活動 

冷蔵が必要な 
ワクチン 

コールドルーム 
(冷蔵室) 

大型アイスライン
式冷蔵庫 

小型アイスラ
イン式冷蔵庫 

小型アイスラ
イン式冷蔵庫 

冷凍が必要な 
ワクチン 

コールドルーム 
(冷凍室) 

アイスパックの 
製造 

大型チェストフリ
ーザー 

大型チェストフリ
ーザー(一部の
州は小型チェス
トフリーザー) 

小型チェスト
フリーザー 

大型ガス・
電気式冷
凍冷蔵庫 

コールド
ボックス 
（20 リット
ルクラス） 

小型チェスト
フリーザー（一
部のヘルスセ
ンターのみ） 

小型ガス・
電気式冷
凍冷蔵庫 

ワクチン 
キャリア 
（1.6 リッ
トルクラ
ス） 

 

機材の標準化は、予算や技術者の人数が限られているでカンボジアの実情に鑑みると、維持管理や保守、

スペアパーツ調達の観点から好ましいため、基本的にこれに準じた機材選定を行う。 

 

6. 機種・グレードの設定に対する方針 

1) 予防接種関連機材 

オートディスエイブル注射器やセーフティボックス、コールドチェーン機材、温度管理用機材には WHO

の標準仕様があり、これに合致した製品を考慮する。これらのモデルは途上国向けに設計されており、耐

久性や断熱性に優れている他、機材に関してはワクチンの適正管理についての配慮がなされ、交換部品の
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調達も比較的容易であり、モデル変更が少なく通常のものよりも部品の在庫期間が長い等の利点がある。 

2) ワクチン、ディスポーザブル注射器 

WHOは、一定の品質水準を満たし、安価でかつ生産量が多いワクチンメーカーをUNICEFをはじめとす

る国連機関の調達向けとして審査し選定している。本計画でもこれを満たすメーカーからのワクチン調達

を検討する。ディスポ-ザブル注射器はWHO の標準仕様はないが、ISO9001 ないし 9002 を有するメーカー

を調達対象とすることで、その品質を確保する。 

3) オートバイ 

小柄な女性の接種要員でも取り回しが簡単な 100～110cc タイプとし、スペアパーツ入手や修理時の利便

性を考慮する。 

4) 抗結核薬 

抗結核薬については、カンボジアで使用されている以下の抗結核薬を調達する（表 3-2、3-3）。 

 

表 3-2 カンボジアで使用されている抗結核薬 （成人用） 

薬剤名 英名 剤形 略号 

リファンピシン150mg +イソニアジド 75mg Rifampicin 150mg + Isoniazid 75mg 錠剤 RH150/75 

ピラジナミド 400mg Pyrazinamide 400mg 錠剤 Z400 

エタンブトール 400 mg Ethambutol 400mg 錠剤 E400 

ストレプトマイシン 750mg Streptomycin 750mg 注射剤 S750 

 
表 3-3 カンボジアで使用されている抗結核薬 （小児用） 

薬剤名 英名 剤形 略号 

リファンピシン 60mg + イソニアジド 30mg 
+ ピラジナミド 150mg 

Rifampicin 60mg + Isoniazid 30mg 
+ Pyrazinamide 150mg 

錠剤 RHZ60/30/150 

リファンピシン 60mg +イソニアジド 30mg Rifampicin 60mg + Isoniazid 30mg 錠剤 RH60/30 

 

品質については、GDF が WHO とともに調査を行って、安価で一定の品質水準を満たしている薬品メー

カーを国際機関やドナー、途上国向けに選定・推奨しており、本計画でもこれを満たすメーカーからの調

達を検討する。また、錠剤の包装形態について保健省はブリスターパッケージ 15を採用するとしており、医

                                                 

15 一定個数がシート包装されており、必要時に押し出して取り出す。衛生的で防湿性に優れ、内容も確認できるなどの長所がある。 
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療従事者による医薬品の取り違えや調剤ミスなどのリスク低減のため同様の仕様の製品を調達する。服薬

管理を容易にするため、1 シートあたりの錠剤数は、成人用については標準必要量の 1 週間分（28 錠）、小

児用については 10 錠とする。 

 

7. 調達方法、工期にかかる方針 

本計画は、3 期にわたる無償資金協力の 2 期目として実施される。現在の「国家予防接種戦略 5 ヵ年計画」

及び「国家結核対策戦略 5 ヵ年計画」は 2001～2005 年を対象としたものであり、その後の計画変更が予想

されることや、DOTS 拡大による発見患者数増大が予測され、特に 2004 年から行われる治療法変更のため

のパイロットスタディ 16の結果次第では、必要機材数に大幅な変更が予想されるなど、状況の変化に応じた

設計変更が必要とされる。第 3 期目の計画を実施するにあたっては、調達機材をより正確に計画するため

新たな調査を行うことが望ましい。 

 

                                                 
16 国立結核センターでは 6 ヵ月治療法を導入する際の指針を策定するため、2～3 ヵ所の保健区事務所とプノンペンの一部の新規患者を

対象として 6 ヵ月治療法を試験的に行い、従来治療との効果比較、副作用など問題点の把握、実施上の注意、患者発見率や再発率の推
移などを研究する計画である。対象患者は 400 人程度と見積もられている。 
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３-２-２ 基本計画 

1. 機材計画 

必要と認められる機材の内容及び用途、調達計画数量は以下のとおりである（表 3-4）。 

表 3-4 調達機材の内容・規模 

機材名 
 

内容・用途 第1期 
調達数量 

第2期 
計画数量 

1 小型簡易焼却炉 使用済みオートディスエイブル注射器＋セーフティボックスを焼却
する小型自動燃焼焼却炉 
26ヵ所の保健区における焼却用 

26 台 -  

2 セーフティボックス10L 使用済み注射器の廃棄箱 
大量に使用する医療施設（病院など）用 

18,000 個 10,000 個 

3 セーフティボックス5L 使用済み注射器の廃棄箱 
アウトリーチ用 

50,000 個 79,000 個 

4 オートディスエイブル注射器 麻疹、DPT-B型肝炎、破傷風、B型肝炎ワクチン接種用 
ワクチン接種用 

3,000,000 本 3,960,000 本 

5 コールドルーム（冷蔵室） 16m3 ウォークイン冷蔵室 
DPTや破傷風などのワクチン保存用 

1 台 -  

6 コールドルーム（冷凍室） 32m3 ウォークイン冷凍室 
麻疹、ポリオ、BCGワクチンなどの保存用 

1 台 -  

7 発電機 停電など緊急時に使用するコールドルーム（冷蔵室・冷凍室）用バ
ックアップ電源 

1 台 -  

8 大型アイスライン式冷蔵庫 ワクチン保管用冷蔵庫(200Lクラス) 
州保健局・保健区事務所用  

10 台 10 台 

9 小型アイスライン式冷蔵庫 ワクチン保管用冷蔵庫(40-50Lクラス) 
都市近郊で電気が利用できるヘルスセンター用 

2 台 74 台 

10 大型ガス・電気式冷凍冷蔵庫 ワクチン保管用冷蔵庫(170Lクラス) 
遠隔地にある非電化地域の保健区事務所用 

6 台 -  

11 小型ガス・電気式冷凍冷蔵庫 ワクチン保管用冷蔵庫(70Lクラス) 
遠隔地にある非電化地域のヘルスセンター用 

500 台 45 台 

12 小型チェストフリーザー ワクチン保管およびアイスパック製造用冷凍庫(110Lクラス)  
州保健局用 

22 台 8 台 

13 大型チェストフリーザー ワクチン保管およびアイスパック製造用冷凍庫(320Lクラス)  
州保健局用 

10 台 5 台 

14 コールドボックス ワクチン運搬用ボックス 
保健区事務所およびヘルスセンターに配備 

600 個 300 個 

15 ワクチンキャリア アウトリーチ活動用 
保健区事務所およびヘルスセンターに配備 

1,000 個 1,000 個 

16 温度計 ワクチン保管用冷凍庫および冷蔵庫の温度管理用 1,000 本 500 本 

17 
 
温度データ記録器 ワクチン保管用冷凍庫および冷蔵庫の保冷温度モニター用 

（定時観測およびデータ分析） 
州保健局に配備 

20 個 24 個 

18 凍結監視カード ワクチンの凍結監視用 
DPT-B型肝炎、破傷風、B型肝炎ワクチンの輸送時に使用 

500 枚 500 枚 

20 冷蔵監視カード ワクチンの凍結および保冷温度監視用 
冷蔵庫に使用 

1,000 枚 3,000 枚 

20 コールドチェーンモニタカード ワクチン輸送時の保冷温度監視カード 2,000 枚 2,000 枚 

21 麻疹ワクチン 乾燥弱毒性麻疹ワクチン 
麻疹の予防 

1,410,000 ﾄﾞｰｽ 1,440,000 ﾄﾞｰｽ 

22 ディスポーザブル注射器 凍結乾燥ワクチン（麻疹）溶解用注射器 141,000 本 144,000 本 

23 経口ポリオワクチン 3価混合経口生ワクチン 
ポリオ（小児麻痺）の予防 

790,000 ﾄﾞｰｽ 790,000 ﾄﾞｰｽ 

24 B型肝炎ワクチン 組換え沈降B型肝炎ワクチン 
新生児のB型肝炎キャリア 17化の予防 

-  580,000 ﾄﾞｰｽ 

                                                 
17 感染しているが、発症していない状態または人のこと。 
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機材名 内容・用途 第1期 
調達数量 

第2期 
計画数量 

25 デスクトップコンピュータ 4 台 -  

26 デスクトッププリンタ 2 台 -  

27 ラップトップコンピュータ 2 台 -  

28 ポータブルプリンタ 

ワクチン接種率などデータの管理 
サーベイランス活動用データの管理 
フィールドワークにおけるコールドチェーン機材のモニタリング用 

2 台 -  

29 ステーションワゴン ポリオサーベイランスなどフィールドワーク用および職員トレーニン
グ用（NIP課） 

3 台 -  

30 ピックアップトラック ワクチン輸送用、保健区事務所用 6 台 -  

31 オートバイ 保健区事務所からのワクチン輸送用 
ヘルスセンターアウトリーチ活動用 

50 台 50 台 

32 リファンピシン 150mg +イソニアジド 
75mg 

26,537 箱 27,828 箱 

33 ピラジナミド 400mg 15,050 箱 6,187 箱 
34 エタンブトール 400mg+イソニアジド 

150mg 
9,123 箱 -  

35 エタンブトール 400 mg 16,827 箱 3,810 箱 
36 ストレプトマイシン 750mg 

成人用結核治療薬、DOTS用薬剤としてWHOから推奨されている
薬剤 
カンボジア全土で使用 

204,000 ﾊﾞｲｱﾙ 103,000 ﾊﾞｲｱﾙ 
37 リファンピシン 60mg + イソニアジド 

30mg + ピラジナミド 150mg 
-  345,000 錠 

38 リファンピシン 60mg +イソニアジド 
30mg 

小児用結核治療薬 
カンボジア全土で使用 -  689,000 錠 

39 フクシン 2 kg -  
40 メチレンプルー 2 kg -  
41 フェノール 30 kg -  
42 塩酸 

結核診断のための喀痰塗抹検査用試薬 
国立結核センター検査室用 

25 L -  

 

第 1 期調査実施時に第 2 期及び第 3 期の調達数量を計画しているが、現状に則して計画数量の見直しを

行った。主な変更点は次のとおりである。 

・電化地域の増加に伴う調達する冷蔵庫の種類の変更 

・自国予算等により新規機材が導入されたことによる冷蔵庫・冷凍庫の必要数の見直し 

・B 型肝炎ワクチンの新規要請 

・B 型肝炎ワクチン導入によるオートディスエイブル注射器及びセーフティボックスの必要数の見直し 

・最新のデータによる予想患者数に基づく抗結核薬の必要量の見直し 

・小児用抗結核薬の新規要請 

・喀痰塗抹検査用試薬の要請取り下げ 

 

各機材の算定経緯については「2. 算定根拠」に後述する。なお今期の調査時に、B 型肝炎ワクチン及び

小児用抗結核薬の要請が提出された。これらの検討経緯を以下に述べる。また、同様に要請のあった BCG

ワクチンについては、自国予算で調達することとなり、要請は取り下げられた。 
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（1）B 型肝炎ワクチン 

 全世界では、総人口の約 6％に相当する 3 億 5000 万人もの人がB 型肝炎ウイルスに持続感染 18している。

持続感染者の大部分がアジア・アフリカに集中しており、その約 4 分の 3 が中国と東南アジアに居住して

いる。これらの国々では国民の 8～10％が B 型肝炎ウイルスに持続感染して血液中に多量のウイルスを持

っている。これらの国々では幼児期の感染が主な感染経路で、生涯に 60％もの国民が一度は感染し、その

うちの 3 分の 1 ないし 4 分の 1 は感染が持続する。カンボジアでは、1999 年、献血者の 8.2％が HBs 抗原19

陽性を示している。 

B 型肝炎は主に血液や体液を介して感染するが、最も主要な感染経路は母子間の垂直感染である。日本

のデータでは、母親が HBs抗原陽性の場合には約 40～50％の子供が、また母親がHBe 抗原20陽性である場

合には約 90％の子供が B 型肝炎に感染するとされている。また、家庭内の水平感染も多く、台湾のデータ

では、子供が HBe抗原陽性である場合、その兄弟の約 25％の子供に感染が起こるとの報告がある。感染が

低年齢に起こると高確率でキャリア化する。キャリアは感染源になるばかりでなく、自らが慢性肝炎、肝

硬変、肝細胞癌の高いリスクを持つことになる。したがって、出生時から幼児期の感染予防、特にワクチ

ン接種が肝疾患の大きな予防手段の一つと言える。 

1992 年、WHO は 1997 年までにすべての国において小児ワクチン接種プログラムに B 型肝炎ワクチンを

導入するという目標を設定した。2003 年 5 月現在、WHO 加盟国 192 ヵ国中 151 ヵ国（79％）が小児期 B

型肝炎ワクチン接種方針を採用している。このうち 137 ヵ国から接種データが得られ、76 ヵ国（55％）は

出生直後の初回ワクチン接種を採用していることが明らかとなっている。また従来より B 型肝炎ウイルス

持続感染率が高い WHO加盟国 89 カ国中 64 ヵ国（72％）が乳児期B 型肝炎ワクチン接種を採用しており、

うち 34 ヵ国（53％）は出生直後のワクチン接種を採用している。 

2003 年 9 月、フィリピンにおいて第 54 回 WHO 西太平洋地域委員会が開催された。この会議で、西太平

                                                 

18 臨床的に発症していない状態で、感染が長く持続している状態。 

19 Hepatitis B surface antigen。Ｂ型肝炎ウイルスは外皮と芯を持った構造になっており、HBs 抗原はウイルス粒子の表面（surface）に存在
する抗原。B 型肝炎ウイルスに感染していると血中に現れるため、肝炎ウイルスマーカーの 1 つとして用いられる。これが陽性の場合、
現在感染していることを示す。 

20 Hepatitis B e antigen。Hbe抗原は、B型肝炎ウイルスの芯にある HBc抗原の内部にある。これが陽性の場合、感染力の強いウイルスに
感染し、肝炎が悪化する危険性があることを示す。 
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洋地域においては、麻疹撲滅及び B 型肝炎対策を EPI（予防接種拡大計画）強化の 2 大柱とすることを決定

した。 

カンボジアでは、「国家予防接種 5 ヵ年計画（2001～2005 年）」における目標の 1 つに小児期の B 型肝炎

の感染率の低下を掲げている。すでに 2001 年より DPT-B 型肝炎混合ワクチンの接種が全国で順次導入さ

れており、2004 年には全国の 50％にあたる 38 保健区、2005 年には全ての保健区で接種が行われることに

なる。保健省はこれに並行し、2003 年より出生直後の B 型肝炎ワクチン接種をプノンペン特別市の病院、

タケオ、カンダール、コンポンチナン各州のヘルスセンターにて開始した。出生直後の接種を加えること

により、出生時の産道感染はほとんど防げるため、実施の意義が高く、大きな効果を上げている。 

保健省はこの出生直後の接種を定期予防接種として全国で実施する計画である。2003 年、同省は接種実

施コストを含むワクチン関連予算計 519 万ドルのうち、184 万ドルを自国予算対応した。これは定期接種に

用いられる基本的なワクチンの購入に充てられており、現時点ではその他のワクチン購入を行うことが難

しい。しかし「2-1-2 財政・予算」で述べたとおり、国家予算のうち保健省予算は年々増加傾向にあり、

今後予防接種拡大計画に充てる予算を拡充していく計画である。B 型肝炎ワクチンの出生直後の接種を定

期接種として定着させるため、及び予算確保を確実にするための準備期間の 2 年間について日本の無償資

金協力で支援することは妥当と判断し、今期計画での調達対象とする。 

 

（2）小児用抗結核薬 

結核患者のうち重症になりやすいのは、体力の低下した高齢者と免疫が不十分な乳幼児である。成人の

結核は、初感染では発症せず無自覚のまま経過し、肺の中に潜伏していた結核菌が免疫力の低下で再燃し

発病する形の二次性結核が多いが、小児の場合は、初感染から引き続き結核症が発症するタイプの一次結

核症で、リンパ行性・血性に全身に進展拡大しやすく、重症な病型が多いことに特徴がある。年齢が低い

ほど初期感染の病気の進行が早く、粟粒結核21（全身性の結核）や結核性髄膜炎22になることが多い。粟粒

結核や結核性髄膜炎は死亡率が高く、一命をとりとめても後遺症が残ることがあり、乳幼児にとってはき

                                                 
21 多量の結核菌が血流内に入ることによって起こる重篤な疾患で、少なくとも2 つ以上の臓器に粟粒大あるいはこれに近い大きさの結節

性散布巣を有するものとして定義されている。 

22 結核菌の髄膜への血行性播種、あるいは脳底部に生じた結核結節から髄膜への二次的進展によって起こる。 
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わめて重篤な病態である。 

小児結核の感染源の大半は家庭内感染である。14 歳以下では、塗抹陽性患者との接触で感染率が39～65％、

発病率 37.7％との研究報告がある。 

カンボジアでは、日本の技術協力プロジェクトによる結核対策プロジェクトにより結核治療が住民に浸

透してきている。以前は、患者やその家族が結核に罹患している事実を公表するのがはばかられる風潮が

あったが、現在ではプロジェクトの指導により検査と治療の重要性が認識されるようになり、親の結核発

病が明らかになった場合は、子供の検査も積極的に行うようになってきたことから、小児結核の発見率が

上昇傾向にある。 

本計画の第 1 期計画時には、小児の患者数が十分に把握されておらず、治療には成人用の製剤を分割し

て投与することで最低限の対応が可能と判断した。しかし、小児に対し成人用の製剤を投与する場合、分

割することにより錠剤の一部が欠けるなど正確な処方量を投与できないという問題点がある。また、錠剤

が大きい上、苦味もあるなど小児にとって服用しやすいとはいえない。小型で口中で噛みくだいても服用

できるチュアブルタイプの小児用結核薬を処方する場合、治療上のコンプライアンス 23も上がり、治療完了

の増加が期待される。 

前回の調査から 1 年半が経過し、小児結核患者の発見率が上昇していることから、JICA の実施する結核

対策プロジェクトでも小児結核対策を重要課題と位置付け、2004 年に対応が必要と想定される 500 人分の

小児用抗結核薬を 2003 年 3 月、プロジェクトの予算で緊急に調達した。今後、国家予算での調達を計画し

ているが、予算申請後、薬品の到着まで 2 年近くかかることから、それまでの間の小児結核対策を支える

ため、日本の無償資金協力での調達につき、要請してきたものである。 

 

2. 算定根拠 

1) ワクチン（機材番号 16, 18, 19） 

麻疹ワクチンについては、定期予防接種や 2000 年 12 月から 2003 年 4 月にかけてキャッチアップキャン

ペーン（一斉投与）を行っているにもかかわらず、現在も流行が認められることから、2005 年度の 1 歳未

                                                 

23 「服薬態度」または「服薬遵守」つまり「医師が処方した薬をその用法指示に従って患者が正確に服用する事」をいう。 
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満児を対象とする 2 回目接種機会提供用として必要量を調達する。 

経口ポリオワクチンは、タイ国境山岳部、東北部ヴェトナム国境地帯、メコン川水上生活者の多い州の 1

歳未満児を対象とした地域用として調達を計画する。なお、第 3 期実施時である 2006 年にはハイリスクエ

リアを選択し、5 歳未満児を対象としたキャンペーンを実施する計画である。 

B 型肝炎ワクチンは、全国を対象とし、出生時（出生後 24 時間以内）接種用とする。 

いずれのワクチンの必要量も 2005 年の予想対象人口を基準として以下の式により求めた。また算定にあ

たっては、コールドチェーンの不備による失活 24や輸送中の破損・遺失、使い残しなどによる廃棄分を考慮

し、損失係数を計上する。また、配布の遅延、近隣からの人口流入など予測できない事態に対応するため、

予備係数を見込んでおく。 

 

ワクチン必要量（ドース）＝（対象人口×接種率×接種回数×損失係数）＋予備ドース 

 

なお、算定に用いる係数等は以下のとおりである。 

① 対象人口 

2005 年の推定総人口を保健省発行の National Health Statistics の 2001 年度の人口をもとに人口増加率 2.49

を乗じて算出し、これに 1 歳未満児の割合 3.4%を掛けて求めた。 

② 対象地域 

麻疹ワクチンは全国を対象とする。経口ポリオワクチンは、第 2 期では第 1 期同様、タイ国境山岳部（バ

ッタンバン、ボンティアイミャンチェイ、ウッドーミアンチェイ、プレアヴィヒアの各州及びパイリン特

別市）、東北部ヴェトナム国境地帯（クラチエ、ストゥントレン、ラッタナキリー、モンドルキリーの各州）、

メコン川水上生活者の多い州（プノンペン特別市、カンダール州）を対象とする。B 型肝炎ワクチンは全

国を対象とする。 

③ 接種率 

保健省が定めるワクチン毎の接種率は以下のとおりである。 

                                                 

24 活性が失われること。この場合、ワクチンの効力が失われること。 
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麻疹：80%、経口ポリオ：90%、B 型肝炎：50％ 

④ 接種回数 

対象となるワクチンの接種スケジュールは以下のとおりである。 

麻疹：1 回（第 2 回目接種機会提供分として）、経口ポリオ：2 回、B 型肝炎：1 回 

⑤ 損失係数 

一度開封したワクチンを 1 日のうちに全量使いきることができず廃棄せざるを得なくなる率を損失率と呼

ぶ。保健省はワクチンの損失率をそれぞれ定めている。カンボジアの場合、現在の輸送手段の脆弱性、コ

ールドチェーンの未整備等諸事情を勘案すると、この率は現時点では妥当なものと考えられる 25。また、算

定式では以下のようにして求められる損失係数を使用する。 

100 
損失係数= 

(100－損失率) 

損失率 麻疹：68%、経口ポリオ：52%、B 型肝炎：50％ 

 

⑥ 予備ドース 

供給事情等によって需要に応じられない場合のための予備を確保するもので、一般に途上国では 20～30%

の予備率が加算されており、カンボジアでは予備率を 25%と設定している。予備ドースは以下のように求め

られる。 

予備ドース=（対象人口×接種率×接種回数×損失係数）×予備率 25% 

 

以上により、ワクチンの調達数は下表のとおりとなる（表 3-5）。調達数算定にあたっては、10,000 ドー

ス未満の端数は切り上げることとする。 

 

 

 

                                                 
25 カンボジア保健省では、損失率が高いことを憂慮しており、これを低減させる努力をしている。2003年2月に”Open Vial Policy”を策

定し、冷蔵庫の配備されているヘルスセンターで、一定の条件を満たす場合に限り、開封後最大4週間そのワクチンの使用を認めるこ
ととした。今後、冷蔵庫の整備が進むにつれ、損失率は低減していくものと考えられる。  
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表 3-5 ワクチン必要数 

年度 ワクチン 対象人口 接種率 回数 必要ﾄﾞｰｽ 損失 
係数 

損失率を考慮
した必要ﾄ゙ｰｽ  

予備率 予備ﾄﾞｰｽ数 合計 

    A B% C D=A×B×C F G=D×F H I=G×H J=G+I 

10,000 ﾄﾞー ｽ
単位で調整 

麻疹 459,748 80% 1 367,798 3.13 1,151,209 25% 287,802 1,439,011 1,440,000

経口ポリオ 167,387 90% 2 301,297 2.08 626,698 25% 156,675 783,373 790,000
2005 年 
(第 2 期) 

B 型肝炎 459,748 50% 1 229,874 2.00 459,748 25% 114,937 574,658 580,000

 

2) オートディスエイブル注射器（機材番号 3） 

オートディスエイブル注射器は、一人あたりワクチン接種量にあわせた 0.5ml容量のものとし、4 種類の

ワクチン（麻疹、DPT-B 型肝炎、破傷風抗毒素、B 型肝炎（出生直後接種用））接種のために必要な数量を

調達する。経口ポリオワクチンは投与にディスペンサーと呼ばれる特殊な器具を使用するため、また BCG

は接種量が 0.05ml であり、ディスポーザブル注射器を使用しているため含めない。輸送中の破損・遺失、

導入初期の誤使用による廃棄分を考慮し、損失係数を計上する。またワクチン同様、予備ストックを見込

んでおく。 

 

調達数＝（対象人口×接種率×接種回数×損失係数）＋予備ストック 

 

算定に用いる係数等は以下のとおりである。 

 

① 対象人口 

2005 年の推定総人口を保健省発行の National Health Statistics の 2001 年度の人口をもとに人口増加率 2.49

を乗じて算出し、これに 1 歳未満児の割合 3.4%を掛けて求めた。 

② 接種率 

保健省が定める各ワクチン毎の接種率は以下のとおりである。 

麻疹：80%、DPT-B 型肝炎：80%、破傷風：85%、B 型肝炎：50％ 

③ 接種回数 
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対象となるワクチンの定期予防接種スケジュールは以下のとおりである。 

麻疹：2 回26、DPT-B 型肝炎：3 回、破傷風：2 回、B 型肝炎：1 回 

④ 損失係数 

破損や誤使用などで廃棄せざるを得なくなる率を損失率と呼び、WHO が算出した標準損失率 10%を採用す

る。損失係数は以下の式から求められる。 

 

100 
損失係数= 

(100－損失率) 

⑤ 予備ストック 

供給事情等によって需要に応じられない場合のための予備を確保するもので、カンボジアでは予備率を 25%

と設定している。予備ストックは以下のように求められる。 

予備ストック=（対象人口×接種率×接種回数×損失係数）×予備率 25% 

以上のことから、オートディスエイブル注射器調達数は、以下のようになる（表 3-6）。 

 

表 3-6 オートディスエイブル注射器必要数 

 ワクチン 対象人口 接種率 回数 必要ﾄﾞｰｽ 
損失 
係数 

損失率を考慮
した必要本数 予備率 予備ｽﾄｯｸ 合計 

    (A) (B%) (C) (D=AｘBxC) (F)  (G=DxF) (H) (I=GxH) (G+I) 

10,000 本単位
で調整 

麻疹 459,748 80% 2 735,597 1.11 816,513 25% 204,129 1,020,642 1,020,000

DPT-B 型肝炎 459,748 80% 3 1,103,396 1.11 1,224,770 25% 306,193 1,530,963 1,530,000

破傷風 459,748 85% 2 781,572 1.11 867,545 25% 216,887 1,084,432 1,090,000

2005 年 
(第 2 期) 

B 型肝炎 459,748 50% 1 229,874 1.11 255,161 25% 63,791 318,952 320,000
 

       調達数量 3,960,000

 

 

3) ディスポーザブル注射器（機材番号 17） 

麻疹ワクチンは凍結乾燥されているので、接種の際は添付の溶剤で溶解しなければならない。1 バイアル

あたり 5ml の溶剤を注入するので、麻疹ワクチン 1 バイアル（10 ドース）につき容量 5ml のディスポーザ

ブル注射器 1 本必要として算出する。 

                                                 
26 2 回目接種機会提供分に加え、定期予防接種での 1 回目接種分を含める。 
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調達数＝麻疹ワクチン調達数÷10 

 

4) セーフティボックス（機材番号 1, 2） 

予防接種活動で使用する以下 4 種類の注射器を収容できる数量とし、保健施設用の大容量 10 リットル（注

射器 200 本収容）タイプ及びアウトリーチ活動時の携帯が容易な 5 リットル（注射器 100 本収容）タイプ

の 2 種類を調達する。セーフティーボックスの必要量は、注射器の年間使用量を基に算出される（表 3-7）。 

 

表 3-7 注射器年間使用数 

 
オートデ ィスエイ
ブル注射器注 1 

麻疹ワクチン 
溶解用注射器注 2 

BCG 用 
注射器注 3 

BCG ワクチン 
溶解用注射器注 3 

合計 

2005 年 
(第 2 期) 

3,960,000 本 288,000 本 511,000 本 144,000 本 4,903,000 本 

注 1 計算方法の詳細は前述及び 2）参照 
注 2 本計画で調達する2 回目接種分（144,000 本）に加え、定期接種での1 回目接種分を考慮した数量。 
注 3 計算方法はオートディスエイブル注射器及び麻疹ワクチン溶解用注射器に準ずる。 

ただし、BCG ワクチンの接種率：80%、接種回数：1 回、ワクチン損失率：84% 

 

 セーフティボックスの総必要数は、5 リットルタイプ換算で以下の式により求められる。除数 100 は、セ

ーフティボックス 5 リットルあたり約 100 本の注射器の収容が可能であることによる。また、供給事情な

どによって需要に応じられない場合などに備え予備ストックを必要数に含める。ここではカンボジアで設

定している予備係数 2 を乗じて求める。 

必要数（5L タイプ換算）＝（注射器数÷100）×予備係数 

ヘルスセンターで使用される 10 リットルタイプの使用量は、アウトリーチ活動で使用される 5 リットル

タイプのものの 20％程度であることが実績上判明していることから、算出された総数を以下のように分

配・調整して調達数とする（表 3-8）。 

表 3-8 セーフティーボックス必要量 

 
計算式で求められた 
総数（5L 換算） 

タイプ別内訳 
（調整後数量） 

1,000 個単位で
調整 

10L 9,806 個 10,000 個 2005 年度 
(第 2 期) 

98,060 個 
5L 78,448 個 79,000 個 
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5) コールドチェーン機材 

• アイスライン式冷蔵庫（機材番号 4, 5） 

大型は配電地域の州保健局及び保健区事務所の老朽化しているもの及び故障し使用不能となっているも

のの更新として配備する。小型は配電地域のヘルスセンターに配備する。第 2 期の調査の結果、電化さ

れたヘルスセンターは合計 88 ヵ所となったことが判明した。このうち 12 ヵ所分はアメリカのNGO であ

る PATH（Program for Appropriate Technology in Health）から支援が得られることがすでに決定している

ことから、第 1 期で調達済みの 2 台を除く 74 台を調達する。 

• 小型ガス・電気式冷凍冷蔵庫（機材番号 6） 

全国の非電化地域のヘルスセンターに各 1 台配備する。全国 943 ヵ所（国営ゴムプラントクリニック27を

含む）のヘルスセンター中、電化されていない 855 ヵ所が対象であるが、第 1 期で調達された 500 台の

他、自国予算で 200 台、アメリカのNGO である CVP（子供のためのワクチンプログラム）から 10 台、

PATHから 100 台が配備されたことから、残りの 45 台の調達を行う。 

 なお、当初計画では第 2 期で未電化地域の保健区事務所の老朽化しているもの及び故障して使用不能

となっているものの更新として大型ガス・電気式冷凍冷蔵庫 6 台の調達を計画していたが、対象として

想定していた保健区事務所には他ドナーからの支援により必要台数が確保されることが判明したことか

ら、第 2 期での調達は不要であると判断した。 

• チェストフリーザー（機材番号 7, 8） 

州保健局において老朽化が顕著なもの及び故障して使用不能となっているものの更新として配備する。

第 2 期の調査時点で配布計画を見直した結果、第 2 期で大型は当初計画どおり 5 台とし、小型を当初計

画 5 台から 8 台に変更する。これは、当初計画では第 3 期に配布を計画していたもののうち、必要性の

高い保健局 3 ヵ所に対し前倒しして調達するものである。 

• コールドボックス（機材番号 9） 

各保健区事務所及びヘルスセンターに配備されている旧型のコールドボックスの更新（導入から 5 年以

上経過し保冷能力が低下）を対象とする。全国 1,089の上記保健施設に各 1個の配備が必要とされている。

                                                 
27 国営のゴムプラント内に設置されている保健施設であるが、ヘルスセンターと同等の扱いとしている。 
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このうち、189 のヘルスセンターでは使用開始から 3 年程度のコールドボックスを使用しており、更新は

不要と判断される。また、第 1 期で 600 個調達していることから、第 2 期では 300 個の調達を行う。 

• ワクチンキャリア（機材番号 10） 

各保健区事務所及びヘルスセンターでのワクチン接種用に最低 1 個、アウトリーチ用に最低 1 個必要で

ある。カンボジアではワクチンキャリアの使用頻度が高く、消耗が激しいことから、WHO よりワクチン

の保冷能力を確保するためには 2 年で更新が必要との勧告を受けている。これに基づき、第 2 期におい

ても、各保健区事務所及びヘルスセンターに 1個ずつの更新を対象とする。全国 1,089の上記保健施設中、

89 施設分は保健省予算で調達が可能であることが確認されたため、1,000 個を本計画で調達する。 

• 温度計（機材番号 11） 

全ての冷凍庫、冷蔵庫の温度管理用として使用される。第 2 期の調達の完了をもって全国では 1,416 台の

冷蔵庫（2003 年以降配備の 1,143 台及びそれ以前からの継続使用機材 273 台）及び 70 台の冷凍庫（2003

年以降配備のもの）計 1,486 台が稼動することになる。第 1 期で 1,000 個の調達を行っているため、調達

単位に端数を切り上げて、第 2 期では 500 個調達することを計画する。余分に調達される 14 個について

は、破損等により使用不可能となったものを適宜交換できるよう中央で保管する。 

• 温度データ記録器（機材番号 12） 

24 の州保健局に各 1 個配置する。第 1 期では保健省がすでに所有していた 4 個分を除き 20 個を調達した

が、同機材は使用期限が約 2 年であり、順次更新が必要なため、第 2 期では 24 個調達する。 

• 凍結監視カード（機材番号 13） 

0℃以下で保管された場合、品質に影響のあるワクチン（DPT-B 型肝炎、破傷風、B 型肝炎）の輸送時に

各パッケージに挿入して使用される。年に 4 回中央から州レベル（24 州）への輸送が行われ、1 回の輸

送に平均 5 枚使用される。調達単位に端数を切り上げて、第 2 期においても 500 枚の調達を行う。 

• 冷蔵監視カード（機材番号 14） 

全国で使用している冷蔵庫の温度管理用として使用する。本製品は温度変化により異常を示すサインが

表示されるとその後は再利用できないため、1 台当たり年間 2 枚必要となる。第 2 期終了時には、全国で

1,416 台の冷蔵庫が整備されることから、調達単位に端数を切り上げて、第 2 期では 3,000 枚の調達を行

う。 
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• コールドチェーンモニタカード（機材番号 15） 

ワクチンの輸送時に温度管理のためにワクチンとともに使用される。中央から州レベル（24 州）へは、

年に 4 回輸送が行われ、各回平均 10 枚使用される。また、州レベルから 75 ヵ所の保健区レベルへの輸

送は毎月行われ、各回 1 枚使用される。調達単位に端数を切り上げて、2,000 枚の調達を行う。 

 

6) オートバイ（機材番号 20） 

保健省が所有するオートバイのうち予防接種活動専用に割り当てられているものは、1997 年に WHO か

ら供与された 25 台、保健区事務所向けとして 1988～89 年に UNICEF から供与された 50 台及び 1995 年に

日本の無償資金協力で調達された 85 台である。これらは経年劣化を主因とする故障しているが、すでに交

換部品は入手できる期間を過ぎ、使用不能となっている。このため他プログラム専用のものや個人所有の

オートバイをやむなく動員して予防接種活動を行っているのが現状であり、本来の活動に影響を来たして

いる。保健省は 24 ヵ所の州保健局に活動監督用とコールドチェーン管理用としてとして少なくとも各 2 台、

76 ヵ所28の保健区事務所に予防接種活動用として少なくとも各 1 台の配置を計画している。本計画ではこれ

らのうち、州保健局及び保健区事務所に各 1 台の更新を対象とする。第 1 期で 50 台の調達が決定している

ことから、第 2 期では残りの 50 台の調達を行う。 

 

7) 抗結核薬（機材番号 21, 22, 23, 24, 25, 26） 

① 対象者 

成人の結核患者については、治療法別に 3 つのカテゴリーに分類し（表 3-9）、2003 年の患者実績数から 2005

年のカテゴリー別推定患者数を以下のとおり算出する（表 3-10）。小児結核の診断と治療は、2003 年まで

は国立結核センター、国立小児病院、アンコール小児病院を中心に行われていたことから、この 3 病院の

実績に基づいて算定された推定患者数を基本データとし、調達機材が到着する 2005 年の推定患者数を求め

た。なお、2005 年には 34 ヵ所のリファラル病院で小児結核の診療が開始され、各施設平均 20 人の治療が

見込まれることから、併せてこれを計上した（表 3-11）。 

                                                 
28 2004 年 3 月現在、75 ヵ所、2004 年 8 月に 1 ヵ所増設が計画されている。 
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表 3-9 成人結核患者の分類 

分 類 対 象 者 
カテゴリーⅠ： • 喀痰塗抹検査陽性患者 

• 難治性あるいは重篤な肺結核、肺外結核患者（結核性髄膜炎、血行散布
性結核、結核性心膜炎、腹膜炎、胸膜炎等）･･･全肺外結核の約 1/3 

カテゴリーⅡ： • 再発及び治療失敗例（喀痰塗抹陽性） 
 

カテゴリーⅢ： • 肺実質に病変のある喀痰塗抹陰性肺結核患者 
• カテゴリーⅠに含まれない肺外結核患者･･･全肺外結核の約 2/3 

 

表 3-10 カテゴリー別成人推定結核患者数 

年
喀痰塗抹
陽性患者

再治療者
喀痰塗抹
陰性患者

肺外結核
患者

カテゴリーI カテゴリーII カテゴリーIII

(A) (B) (C) (D) (A)+(D)×1/3 (B) (C)+(D)×2/3

2003 18,391         1,201           3,486           3,214           19,462         1,201           5,629           

2004 19,678         1,225           4,532           3,696           20,910         1,225           6,996           

2005 21,056         1,250           5,891           4,251           22,473         1,250          8,725          

増加率 7% 2% 30% 15%
 

 

表 3-11 小児推定結核患者数 

 

② 治療方針 

治療は初期相（Initial phase）、継続相（Continuation phase）に分けられ、初期相では細菌学的喀痰陰性化と

臨床症状の改善、継続相では生存している菌の制圧と再発の防止に配慮された薬剤の処方となっている。

治療方針の記載方法として、一般にそれぞれの薬剤をあらわす文字を用い、先頭に治療期間（月数）を表

す数字を付加することとしている。 

（例）2RHZE/6EH（カテゴリーⅠの場合） 
初期相の 2 ヵ月間はリファンピシン+イソニアジド(RH)、ピラジナミド(Z)、エタンブトール(E)を毎日投与、
継続相の 6 ヵ月間はエタンブトール+イソニアジド(EH)を毎日投与する。 

 

カンボジアでは 2004 年 3 月現在、以下に示す 3 カテゴリーにおいて 4 通りの治療方針を採用しているが、

年 国立結核センター リファラル病院 国立小児病院
アンコール
小児病院 計

2004 60 - 130 220 410

2005 60 680 143 242 1,125

（20人×34ヵ所） （増加率10%） （増加率10%）
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2005 年 1 月からは新治療方針への切替えを計画しており、すでに 4 ヵ所の保健区では新治療方針を採用し

ている。新治療方針の特徴は、 

• 継続相における処方の変更（エタンブトール＋イソニアジド合剤からリファンピシン＋イソニアジド合剤

へ） 

• 治療期間（1 コース）8 ヵ月から 6 ヵ月へ短縮 

等であり、治療期間短縮によるコンプライアンスの向上や再発率の低減が期待されている。 

 

表 3-12 治療方針 

 
旧治療方針（8 ヵ月療法） 

2004 年 12 月まで 

新治療方針（6 ヵ月療法） 

2005 年 1 月から 

カテゴリーⅠ- a 

- b29 

2RHZE/6EH または 

3RHZE/5EH 

2RHZE/4RH または 

3RHZE/3RH  

カテゴリーⅡ 2RHZES/1RHZE/5RHE 2RHZES/1RHZE/5RHE（変更なし） 

カテゴリーⅢ 2RHZ/6EH 2RHZ/4RH  

 

これらを踏まえ、第 2 期計画における各薬剤の必要量を以下のとおり算出する。 

（a）各薬剤について、患者一人あたり消費量を新旧の治療方針毎に算出する（表 3-13）。 

（b）①で算出した対象者数と（a）を基に 2005 年の年間予想消費量を算出し、それを 12 等分して月間予

想消費量を算出する（表 3-14）。 

なお、新治療方針は 2005 年 1 月から開始されるが、2004 年中に登録された患者はそのまま旧治療方針に

則って治療を行うことになるため、2005 年 8 月末までは旧治療方針によって治療される患者が存在する。

一方、新治療方針に基づいて治療を受ける患者は 1 月以降徐々に増加し、9 月には全ての患者が新治療方針

による治療を受けることになる。したがって 2005 年の新旧治療方針混在期間も含めた対象患者数の割合は

便宜上以下の図で表され、旧：新＝1：2 となる。したがって、年間予想消費量算出の際には旧治療方針で

の消費量には 1/3 を、新治療方針には 2/3 を掛けて求める。 

患
者
数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

旧治療方針
（1/3）

新治療方針
（2/3）

 

                                                 
29 全治療者のうち約 10%は初期相 2 ヵ月の治療後、喀痰塗沫検査が陰転しないため、さらに 1 ヵ月の延長治療を行っている。 
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（c）予期せぬ患者数の増加の対応するため、成人用抗結核薬については国際結核肺疾患予防連合（IUATLD）

が推奨している 6 カ月分の、小児用抗結核薬については 3 か月分の予備在庫を見込むこととし、それぞれ

カンボジア到着後 18 ヵ月後、15 ヵ月後に在庫がなくなるよう、（b）で算出した月間予想消費量を在庫予測

表にあてはめ、現在の在庫量と調整の上、今期計画での必要量を算出する（表 3-15）。 

（d）各薬剤を調達単位に調整し、調達数量を算出する（表 3-16）。 

なお、ストレプトマイシンは出荷時点では粉末状に製してあるため、使用にあたりその溶解に必要な注

射用蒸留水を併せて調達する。溶解に必要な注射器はカンボジア側で手当て可能なため、計画には含めな

い。 

表 3-13 カテゴリー別患者一人あたりの薬剤消費量 

 

 

RH 150/100 3錠×2ヵ月＝ 180錠 3錠×3ヵ月＝ 270錠 3錠×8ヵ月＝ 720錠 3錠×2ヵ月＝ 180錠

Z 500 2錠×2ヵ月＝ 120錠 2錠×3ヵ月＝ 180錠 2錠×3ヵ月＝ 180錠 2錠×2ヵ月＝ 120錠

E 400 2錠×2ヵ月＝ 120錠 2錠×3ヵ月＝ 180錠 2錠×8ヵ月＝ 480錠

EH 400/150 2錠×6ヵ月＝ 360錠 2錠×5ヵ月＝ 300錠 2錠×6ヵ月＝ 360錠

S1000 1ﾊﾞｲｱﾙ×2ヵ月＝ 60ﾊﾞｲｱﾙ

RH 150/75 3錠×6ヵ月＝ 540錠 3錠×6ヵ月＝ 540錠 3錠×8ヵ月＝ 720錠 3錠×6ヵ月＝ 540錠

Z 400 3錠×2ヵ月＝ 180錠 3錠×3ヵ月＝ 270錠 3錠×3ヵ月＝ 270錠 3錠×2ヵ月＝ 180錠

E 400 2錠×2ヵ月＝ 120錠 2錠×3ヵ月＝ 180錠 2錠×8ヵ月＝ 480錠

S 750 1ﾊﾞｲｱﾙ×2ヵ月＝ 60ﾊﾞｲｱﾙ

RHZ 60/30/150 3錠×2ヵ月＝ 180錠

RH 60/30 3錠×4ヵ月 360錠

Ｉ-b （10%）

3RHZE/5EH

旧治療方針
（8ヵ月療法）

新治療方針
（6ヵ月療法）

カテゴリーIII

－

－－ －

カテゴリーII

－

I-a （90%）

2RHZE/6EH

カテゴリーI

2RHZE/4ＲＨ 3RHZE/3RH

－

カテゴリーI カテゴリーII カテゴリーIII

I-a （90%） Ｉ-b （10%）

－

小児

－ －

2RHZES/1RHZE/5RHE 2RHZ/6EH

2RHZES/1RHZE/5RHE 2RHZ/4RH



42 

表 3-14 各薬剤の年間予想消費量及び月間予想消費量（2005 年） 

 

注：旧治療方針はガイドラインでは RH150/100、Z500 及び S1000 を使用することになっているが、新治療方針ではこ

れらに代えて RH150/75、Z400 及び S750 が採用された。2005 年の年間及び月間予想消費量の算定にあたり、国立結核

センターでは、すべて新治療方針で使用される薬剤に置き換えて計算することとし、旧治療方針での消費量算出の際は、

（旧）RH150/100 及び（旧）S1000 には代替としてそのまま（新）RH150/75 及び（新）S750 をあて、Z については Z500

＝Z400×1.25（同等量）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH 150/75 カテゴリーI-a （180錠×22,473人×1/3＋540錠×22,473人×2/3）×90％＝ 8,494,794 錠

　　　　 　I-b （270錠×22,473人×1/3＋540錠×22,473人×2/3）×10％＝ 1,011,285 錠

カテゴリーII 720錠×1,250人＝ 900,000 錠

カテゴリーIII 180錠×8,725人×1/3＋540錠×8,725人×2/3＝ 3,664,500 錠

計 14,070,579 錠

月あたり消費量 1,172,548 錠

Z 400 カテゴリーI-a （120錠×1.25×22,473人×1/3＋180錠×22,473人×2/3）×90％＝ 3,438,369 錠

　　　　 　I-b （180錠×1.25×22,473人×1/3＋270錠×22,473人×2/3）×10％＝ 573,062 錠

カテゴリーII 180錠×1.25×1,250人×1/3＋270錠×1,250人×2/3＝ 318,750 錠

カテゴリーIII 120錠×1.25×8,725人×1/3＋180錠×8,725人×2/3＝ 1,483,250 錠

計 5,813,431 錠

月あたり消費量 484,453 錠

E 400 カテゴリーI-a 120錠×22,473人×90％＝ 2,427,084 錠

　　　　 　I-b 180錠×22,473人×10％＝ 404,514 錠

カテゴリーII 480錠×1,250人＝ 600,000 錠

計 3,431,598 錠

月あたり消費量 285,967 錠

S 750 カテゴリーII 60ﾊﾞｲｱﾙ×1,250人＝ 75,000 ﾊﾞｲｱﾙ

月あたり消費量 6,250 ﾊﾞｲｱﾙ

RHZ 60/30/150 180錠×1,125人＝ 202,500 錠

月あたり消費量 16,875 錠

RH 60/30 360錠×1,125人＝ 405,000 錠

月あたり消費量 33,750 錠
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表 3-15 本計画必要量 

2004年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年1月 2月 3月
2002年

国家予算 第1期調達量

RH 150/75 入庫数 17,832,864

出庫数 507,773 507,773 507,773 507,773 507,773 507,773 507,773 507,773 507,773 1,172,548 1,172,548 1,172,548
在庫数 3,322,681 2,814,908 2,307,135 19,632,226 19,124,453 18,616,680 18,108,907 17,601,134 17,093,361 15,920,813 14,748,265 13,575,717

Z 400 入庫数 10,113,600

出庫数 307,890 307,890 307,890 307,890 307,890 307,890 307,890 307,890 307,890 484,453 484,453 484,453
在庫数 1,525,330 1,217,440 909,550 10,715,260 10,407,370 10,099,480 9,791,590 9,483,700 9,175,810 8,691,357 8,206,904 7,722,451

E400 入庫数 4,000,000 2,130,912

出庫数 268,555 268,555 268,555 268,555 268,555 268,555 268,555 268,555 268,555 285,967 285,967 285,967
在庫数 4,870,335 4,601,780 4,333,225 6,195,582 5,927,027 5,658,472 5,389,917 5,121,362 4,852,807 4,566,840 4,280,873 3,994,906

S1000 入庫数 97,000

出庫数 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,250 6,250 6,250
在庫数 7,666 1,541 -4,584 86,291 80,166 74,041 67,916 61,791 55,666 49,416 43,166 36,916

RHZ 60/30/150 入庫数

出庫数 0 0 0 0 0 0 0 0 6,150 16,875 16,875 16,875
在庫数 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 83,850 66,975 50,100 33,225

RH 60/30 入庫数

出庫数 0 0 0 0 0 0 0 0 12,300 33,750 33,750 33,750
在庫数 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 167,700 133,950 100,200 66,450

2005年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2006年1月 2月 3月

第2期調達量
18ヵ月 17ヵ月 16ヵ月 15ヵ月 14ヵ月 13ヵ月 12ヵ月 11ヵ月 10ヵ月

RH150/75 入庫数 18,700,080

出庫数 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,172,548 1,654,920 1,654,920 1,654,920
在庫数 12,403,169 11,230,621 10,058,073 27,585,605 26,413,057 25,240,509 24,067,961 22,895,413 21,722,865 20,067,945 18,413,025 16,758,105

Z400 入庫数 4,157,013

出庫数 484,453 484,453 484,453 484,453 484,453 484,453 484,453 484,453 484,453 572,948 572,948 572,948
在庫数 7,237,998 6,753,545 6,269,092 9,941,652 9,457,199 8,972,746 8,488,293 8,003,840 7,519,387 6,946,439 6,373,491 5,800,543

E400 入庫数 2,559,758

出庫数 285,967 285,967 285,967 285,967 285,967 285,967 285,967 285,967 285,967 304,680 304,680 304,680
在庫数 3,708,939 3,422,972 3,137,005 5,410,796 5,124,829 4,838,862 4,552,895 4,266,928 3,980,961 3,676,281 3,371,601 3,066,921

S750 入庫数 102,334

出庫数 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,375 6,375 6,375
在庫数 30,666 24,416 18,166 114,250 108,000 101,750 95,500 89,250 83,000 76,625 70,250 63,875

RHZ 60/30/150 入庫数 344,250

出庫数 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 22,560 22,560 22,560
在庫数 16,350 -525 -17,400 309,975 293,100 276,225 259,350 242,475 225,600 203,040 180,480 157,920

RH 60/30 入庫数 688,500

出庫数 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 45,120 45,120 45,120
在庫数 32,700 -1,050 -34,800 619,950 586,200 552,450 518,700 484,950 451,200 406,080 360,960 315,840

2006年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月

9ヵ月 8ヵ月 7ヵ月 6ヵ月 5ヵ月 4ヵ月 3ヵ月 2ヵ月 1ヵ月 0ヵ月
RH150/75 入庫数

出庫数 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,654,920 1,863,825 1,863,825 1,863,825
在庫数 15,103,185 13,448,265 11,793,345 10,138,425 8,483,505 6,828,585 5,173,665 3,518,745 1,863,825 0 -1,863,825 -3,727,650

Z400 入庫数

出庫数 572,948 572,948 572,948 572,948 572,948 572,948 572,948 572,948 572,948 644,011 644,011 644,011
在庫数 5,227,595 4,654,647 4,081,699 3,508,751 2,935,803 2,362,855 1,789,907 1,216,959 644,011 0 -644,011 -1,288,022

E400 入庫数

出庫数 304,680 304,680 304,680 304,680 304,680 304,680 304,680 304,680 304,680 324,801 324,801 324,801
在庫数 2,762,241 2,457,561 2,152,881 1,848,201 1,543,521 1,238,841 934,161 629,481 324,801 0 -324,801 -649,602

S750 入庫数

出庫数 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,500 6,500 6,500
在庫数 57,500 51,125 44,750 38,375 32,000 25,625 19,250 12,875 6,500 0 -6,500 -13,000

RHZ 60/30/150 入庫数
出庫数 22,560 22,560 22,560 22,560 22,560 22,560 22,560 22,560 22,560 28,290 28,290 28,290

在庫数 135,360 112,800 90,240 67,680 45,120 22,560 0 -22,560 -45,120 -73,410 -101,700 -129,990
RH 60/30 入庫数

出庫数 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 56,580 56,580 56,580

在庫数 270,720 225,600 180,480 135,360 90,240 45,120 0 -45,120 -90,240 -146,820 -203,400 -259,980  
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表 3-16 調整後調達数量（第 2 期） 

 

 

3. 配布計画 

予防接種関連機材（冷蔵庫、冷凍庫類、オートバイ）の配布計画は表 3-17 に示すとおりである。なお、ワクチン（麻

疹、経口ポリオ、B 型肝炎）、注射器類、セーフティボックス、温度監視用機材は対象者数、消費数に従って各保健

区から提出されるデータに基づきCMS から輸送される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目 調整単位

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ150mg+ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ75mg 18,700,080 錠 27,828 箱 672錠入り（28錠（1ｼｰﾄ）×24枚）箱

ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ400mg 4,157,013 錠 6,187 箱 672錠入り（28錠（1ｼｰﾄ）×24枚）箱

ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ400mg 2,559,758 錠 3,810 箱 672錠入り（28錠（1ｼｰﾄ）×24枚）箱

ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ750mg 102,334 ﾊﾞｲｱﾙ 103,000 ﾊﾞｲｱﾙ 1,000ﾊﾞｲｱﾙ

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ60mg+ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ30mg
+ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ150mg

344,250 錠 345,000 錠 1,000錠

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ60mg+ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ30mg 688,500 錠 689,000 錠 1,000錠

必要数量 調整後調達数量
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表 3-17 機材配布計画 

  

 

No 州名および保健区名 ﾍﾙｽｾﾝﾀｰ数 大型ｱｲｽﾗｲﾝ式
冷蔵庫

小型ｱｲｽﾗｲﾝ式
冷蔵庫

小型ガス・電気式
冷凍冷蔵庫

小型ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ 大型ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ オートバイ

I ボンティアイミアンチェイ州 1 1

1 モンクル　ボーレイ 19 5 0

2 トモール　プーク 10 0 0

3 オ　チロヴ 12 0 0

4 プレア　ネスプレ 12 0 0

計 53 1 5 0 0 0 1

II バッタンバン州 1

5 バッタンバン 22 5 0

6 サン　ケール 15 1 0

7 トモール　コール 17 1 0

8 モン　ルッセー 13 1 0

9 サンポブ　ルーン 7 1 0

計 74 0 9 0 0 0 1

III コンポンチャーム州 2 1

10 コンポン　チャーム　 23 3 0 1

11 チャムカール　リウ 13 1 1 1

12 チョーウン　プレイ 13 1 1

13 クラウチ　チュマール 9 0 0

14 メモット 8 2 0

15 オーライン　OV 8 1 0

16 ポネアックレク 14 2 0

17 プレイ　コール 15 1 0

18 スレイ　サントール 13 1 1 0

19 トゥボン　クマム 13 2 0 1

計 129 4 14 2 0 0 3

IV コンポンチナン州 1 1 1

20 コンポン　チナン 23 2 2

21 コンポン　トララーチ 11 1 2

計 34 1 3 4 0 1 1

V コンポンスプー州 1

22 コンポンスプー 22 1 1 1

23 コン　ピッセー 19 0 0 1

24 オー　ドン 9 1 0

計 50 0 2 1 0 0 3

VI コンポントム州 1 1

25 コンポントム 21 2 1

26 バーレイ 19 2 0

27 スタング 10 1 1

計 50 0 5 2 0 1 1

VII コンポート州 1 1

28 コンポート 10 1 1 1 1

29 アンコールチェイ 10 0 1

30 チューク 15 0 1

31 コンポントラーチ 12 1 0 1

計 47 1 2 3 0 1 3
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No 州名および保健区名 ﾍﾙｽｾﾝﾀｰ数 大型ｱｲｽﾗｲﾝ式
冷蔵庫

小型ｱｲｽﾗｲﾝ式
冷蔵庫

小型ガス・電気式
冷凍冷蔵庫

小型ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ 大型ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ オートバイ

VIII カンダール州 1 1

32 タクマオ 14 1 0 1

33 キアン　スヴェイ 17 4 0 1

34 クサーチ　カンダール 9 0 1 1

35 コートム 12 0 1 1

36 ムック　カンポール 6 0 1 1

37 アング　スヌール 8 1 0 1

38 ポネア　リオウ 10 0 1 1

39 サーン 12 1 1 0

計 88 1 7 4 0 1 8

IX コッコン州 1

40 スレ　アンビル 6 1 0 1

41 サムチェイ 6 1 0 1

計 12 0 2 0 0 0 3

X クラチエ州 1

42 チロング 10 0 1

43 クラチエ 12 1 0

計 22 0 1 1 0 0 1

XI モンドルキリー州 1 2 1

44 セン　モノラム 6 1 0 1

(+ 6 Health posts)
計 6 1 1 0 2 0 2

XII プノンペン特別市 1 1

45 チャムカール　モーン 10 0 2 1

46 トゥール　コーク 10 0 4 1

47 ミィアン　チェイ 9 0 2 1

48 ダウン　ペーン 8 1 0 1

計 37 0 1 8 1 0 5

XIII プレアヴィヒア州 1 2 1

49 プレアヴィヒア 12 1 1 1

計 12 1 1 1 2 0 2

XIV プレイヴェーン州 0 1 1

50 カムチャイ　メアー 11 0 1

51 コンポン　トラベック 11 0 1

52 メサーン 10 0 0

53 ネアックルーン 17 1 1

54 ペア　ライン 15 0 1

55 プレア　スダッチ 9 0 1

56 プレイヴェーン 17 1 1

計 90 0 2 6 0 1 1

XV ポーサット州 1

57 サンポブ　メア 21 2 1

58 バカン 10 0 1

計 31 0 2 2 0 0 1
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３-２-３ 調達計画 

３-２-３-１ 調達方針 

資機材の調達国は日本、カンボジア及び第三国とし、一般競争入札方式により日本法人を契約者として

実施される。第三国調達品については、船積前検査を第三者検査機関に委託して行うが、ワクチンや医薬

品など品質管理の必要な機材については調達監理者による船積前検査及び現地検収を実施する。 

保健省の NIP 課及び国立結核センターが機材の配布及び維持管理に責任を持ち、実際の機材輸送は CMS

が担当する。 

 

３-２-３-２ 調達上の留意事項 

大量のワクチン調達には困難が予想され 30、業者契約後のラインメンテナンスなど納期の遅れなどもあり

うるので、生産状況を常に把握し、有効期限が確保されている在庫の出荷や場合によってはメーカー変更

を行う等速やかな措置を講じるものとする。 

ワクチンはプノンペン国際空港まで空輸、その他の調達資機材はシアヌークビル港まで海上輸送し、荷

揚後、プノンペン市内のCMS を引渡地として内陸輸送する。引渡地から最終仕向地への資機材の配布は、

カンボジア側が負担する。 

なお、温度管理の必要な機材の輸送に際しては適切な包装と迅速な輸送に努め、引渡し前検査も速やか

に行うなど機材の品質に影響を与えないよう留意する必要がある。併せて、速やかに税関通過が行われ、

最終仕向地であり輸送担当者であるCMS に引き渡されるようカンボジア側の配慮が望まれる。 

 

３-２-３-３ 調達・据付区分 

カンボジアと我が国の調達・施工区分を表 3-18 に示した。 

 

                                                 
30 ワクチン調達上の問題点：ワクチンの調達は WHOがその品質を認定した（Pre-qualify した）製品の中から調達することになるが、最

近欧州大手製造会社が不定期な調達依頼や調達期間の制約などから ODA参入を見合わせるようになったため、調達先が限定されるよ
うになってきている。そのため、原産国にインドネシアやインドなどを加えて競争性を確保せざるを得ないが、一昨年インド製ワクチ
ンの品質に問題が認められ、WHO がワクチン製造を一時禁止したことや、インドネシアやインドのワクチン製造会社の生産量（生産
能力）に限界もあることから、調達期間に制約がある無償案件の場合には大量のワクチン調達が困難になることも十分考慮して計画す
る必要がある。 
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表 3-18 施工区分 

区分 内容 

日本 
機材の調達 
引渡し地（プノンペンCMS）までの機材輸送 

カンボジア 引渡し地（プノンペンCMS）から対象施設への機材配布 

 

３-２-３-４ 調達監理計画 

調達機材のカンボジアにおける検収・仕分け・引渡し業務のため、機材の納入時期に合わせて調達業者 1

名を現地調達管理者として派遣する。 

 

３-２-３-５ 資機材等調達計画 

主な機材の予想される調達先は以下のとおりである。 

 

表 3-19 資機材等調達先 

計画機材 現地 日本 第三国 理  由 

セーフティボックス   □ 
WHO の品質基準合格品。 
日本及び現地では生産していない。 

オートディスエイブル注射器   □ 
WHO の品質基準合格品。欧州で複数のメーカーが生産
している。日本及び現地では生産していない。 

コールドチェーン機材 
• アイスライン式冷蔵庫 
• ガス・電気式冷凍冷蔵庫 
• チェストフリーザー 
• コールドボックス 
• ワクチンキャリア 
• 温度監視用機材 

  □ 
WHO の品質基準合格品。 
日本及び現地では製造していないため、 
欧州を中心とした第三国からの調達が想定される。 

ワクチン   □ 

WHO の品質基準に合格した事前認証資格を保有するメ
ーカーから調達する。日本では麻疹ワクチンメーカーと
して 1 社が事前認証を取得しているが、ユニセフへの納
入に限定している。 

ディスポーザブル注射器  □  
日本で複数のメーカーが生産している。 
現地では生産していない。 

オートバイ □   現地で複数のメーカーが生産している。 

抗結核薬   □ 

GDF の公式推奨品。 
日本及び現地では仕様に合致した製品を製造していない
ため、インド、中国、南ア、DAC 等の第三国製品が想定
される。 
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３-２-３-６ 実施工程 

 本計画における実施工程は以下のとおりである。 

 

全体工期（E/Nから引渡しまで） ：12ヵ月 

E/Nより業者契約まで ：5ヵ月 

納期（業者契約から引渡しまで） ：7ヵ月 

 

通算月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
交換公文調印（E/N) ▼
コンサルタント契約 ▼

計画内容最終確認

入札図書作成

図書承認

実施設計 ▼ 入札公示

（約5ヵ月） 現説、図渡し
全

入札、入札評価

期 ▼ 業者契約

業者打合せ等

機材製造・調達

調達監理 出荷前検査等

（約7ヵ月） 機材輸送

検収・引渡し

現地作業 国内作業 第三国作業  
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３-３ 相手国側分担事業の概要 

本案件を実施する上で、必要なカンボジア国負担事項は以下のとおりである。 

① 調達資機材の適切かつ迅速な通関手続きを行うこと。 

② 調達資機材の保管に必要な倉庫を確保すること。特に抗結核薬の品質維持に努め、適切に管理すること。 

③ 国内最終仕向地への配布を迅速に行い、輸送を担当する CMS 及び受け入れ先関係者との綿密な連絡を

図ること。 

④ 調達機材の適切な運営・維持管理に必要な予算措置をとり、人員を確保すること。 

⑤ 調達機材の配布・使用状況を確認すること。 

これらの分担事業は、「国家予防接種 5 ヵ年計画」及び「国家結核対策戦略 5 ヵ年計画」を保健省が実施

する上ですでに行ってきた事業でもあり、WHO や UNICEFの支援のもとに行われている事業でもあること

から、その実施については問題ないと考えられる。 

 

３-４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

予防接種活動については、コールドチェーン機材は州保健局、保健区事務所、ヘルスセンターの各施設

に配備される。冷蔵庫や冷凍庫は、各施設の担当者が毎日定期的に庫内の温度測定をし、記録することに

より温度管理を行っており、ワクチンは正しく保管されている。州保健局には少なくとも 1 名のトレーニ

ングを受けた技師が配置されており、機材の簡単な維持管理は州保健局または保健区事務所の担当者が行

っている。複雑な修理についてはプノンペンのメーカーの修理工場で行われる。スペアパーツが必要な場

合は、保健区事務所から供給されるが、在庫がない場合は各保健区で購入することも可能である。また、

UNICEF 等からもスペアパーツ調達の援助を受けている。 

オートバイの保守点検は各配備先で可能であるが、修理はそのレベルにより州にある民間修理工場、ま

たはプノンペンにあるメーカーや代理店の修理工場で行っている。 

ワクチンの配布、接種については現有のシステムを活用する。現在ワクチン輸送は、平均して 3 ヵ月毎

に中央から州保健局へCMS によって行なわれている。州保健局から保健区事務所には、州保健局のピック

アップトラックによって 1 ヵ月に 1 回配送される。同様に冷蔵庫を保有しているヘルスセンターでは 1 ヵ

月に 1 回ワクチンを保健区事務所から入手する。本計画により小型ガス・電気式冷凍冷蔵庫が新たにヘル
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スセンターに設置されるにあたり、WHO の協力のもとにすでにワクチンの調達、保管、輸送の強化に係る

ガイドラインと医療従事者に対するトレーニング指導戦略が作成され、関係職員のトレーニングが開始さ

れている。 

予防接種活動の後には大量のオートディスエイブル注射器が廃棄されることになるが、カンボジアでは

すでに WPRO の指導の下に 1998 年から焼却炉を導入し、焼却炉の使用マニュアル策定、職員のトレーニン

グを行っており、注射器の回収や焼却処理に係る体制に問題はない。 

結核対策についても、現行のカンボジアの実施体制を最大限活用し、運営・管理する。 DOTS 戦略を中

心とする結核対策活動の運営機関は国立結核センターである。その活動は予防接種と同じく州保健局、保

健区事務所、リファレル病院、ヘルスセンターとの密接な協力体制により遂行され、治療や診断は無料で

提供されている。中央、州、保健区いずれのレベルにおいてもすでに DOTS の実施と運営についてのシス

テムが整備されていることから、運営上の問題はないものと考えられる。 

 

３-５ プロジェクトの概算事業費 

３-５-１ 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、2.32 億円となる。日本とカンボジアとの負

担区分に基づく双方の経費内訳は、下記 3.に示す積算条件によれば、次のとおりと見積もられる。 

なお、この概算事業費は即交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 

1. 日本側負担経費 

 

概算総事業費 約232百万円 

費目 概算事業費（百万円） 

予防接種戦略 162 機
材 結核対策計画 55 

217 

実施設計・調達監理・技術指導 15  

 合 計 232 
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2. カンボジア負担経費 

なし（機材の輸送については、中央医薬品倉庫から他の医薬品や他の機材とともに保健省の通常の機材

輸送ルートで配布されるため特別の経費は生じない。） 

3. 積算条件 

積算時点 ：2004 年 3 月 

為替交換レート ：1 米ドル=108.21 円 

現地では米ドルが広く流通しているため、現地通貨を米ドルとして積算した。 

 

３-５-２ 運営・維持管理費 

本計画で維持管理費が発生する品目は、コールドチェーン機材のうち、アイスライン式冷蔵庫、ガス・

電気式冷蔵庫、チェストフリーザー及びオートバイである。 

新しく冷凍冷蔵庫が設置されるヘルスセンターの光熱費及び修理費は、州保健局の維持管理費から拠出

することになっているが、一部は受益者負担制度によりヘルスセンターの収益の 1％程度を燃料費及び修理

費にあてることもある。 

電気の供給がない施設で使用されているガス式冷凍冷蔵庫は、冷蔵庫 1 台あたりの年間燃料費は 84US ド

ルから 116US ドルと推定されている。 

 保健省予算のうち予防接種戦略計画予算には、オートバイにかかる燃料費は「輸送費」として、冷凍

庫・冷蔵庫の維持管理費は「運営・維持管理費」として計上されており、これらが州予算に分配される。

毎年輸送費は約 20％、運営維持管理費は約 5％の伸び率で予算が確保される計画となっており、維持管理

経費の持続性について問題はないと考えられる。 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

４-１ プロジェクトの効果 

1) 直接効果  

① ワクチン接種対象となる乳児約 14 万人と再生産年齢女性（19 歳から 49 歳までの妊娠可能女性）

約 317 万人に対し、適切に管理されたワクチンが接種されることになり、予防接種効果（免疫獲

得）が確実になる。 

② 使用不能ないし老朽化した冷蔵庫を更新し、これまでコールドボックスを使用していたヘルスセ

ンターに冷蔵庫を配備することにより、ワクチンの適切な温度管理が達成され、品質維持が可能

となる。 

③ 再利用のできないオートディスエイブル注射器及び使用済み注射器の安全な処理のためのセーフ

ティボックスの調達により、一貫した安全な予防接種体制が確立し、HIV や B 型肝炎への感染の

危険を防止する。 

④ オートバイの供与により、これまで予防接種の恩恵を受けられなかった遠隔地の住民に巡回接種

や啓発活動などを適切に行えるようになり、接種率の向上に寄与する。 

⑤ 成人の結核治療に不可欠な医薬品の必要量が確保され、約 3.2 万人の患者の治療が可能となる。 

⑥ 小児結核治療により適した医薬品が確保され、より適した治療が可能となる。 

 

2) 間接効果 

① 安全な予防接種体制が確立され、確実に実施されることから、感染症罹患率低下に寄与する。 

② コールドチェーンの拡充により、ワクチンの損失率が低減することで、保健省のワクチン購入の

負担を抑えられる。 

③ 使用済み注射器を確実に回収し、保健省の規定に基づいて焼却処分する体制が整うことにより、

環境に配慮した予防接種活動が可能となる。 

④ 地域における医療の質が改善し主要疾患の罹患率が減少することで、医療費の削減につながる。 
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⑤ 結核患者の多くは社会的生産性の高い世代に属することから、患者の減少は社会経済開発に寄与

し、ひいては貧困層の減少につながる。 

 

４-２ 課題・提言 

保健省の本プロジェクトの実施能力は高いと考えられるが、以下の事項に対する配慮が望まれる。 

1) 現在CMSは新旧2ヵ所の倉庫が離れて存在しており、新CMSでの医薬品管理者が少ない。本計画で

大量に調達される医薬品は新CMSに保管されることとなるため、新 CMSでの医薬品管理の徹底と各

保健区事務所へ速やかに医薬品が配送されること。 

2) DOTSから脱落する結核患者の増加を防ぎ、耐性菌発生の防止に努めること。 

3) 予防接種所からの使用済み注射器回収と焼却を確実に実施し、二次感染防止に努めること。 

 

４-３ プロジェクトの妥当性 

 
項 目 検 証 結 果 

①裨益対象 

ワクチン接種対象となる乳児約 14 万人と再生産年齢女性（ 19 歳から 49 歳まで
の妊娠可能女性）約 317 万人が適切に管理されたワクチンの恩恵を受け、直接
的な裨益を受ける。コールドチェーン機材は継続的に使用されるため、裨益対
象も増加する。 
結核治療に不可欠な医薬品の必要量が確保され、約 3.2 万人の患者の治療が可
能となる。小児結核患者にとって、より適した医薬品が確保され、より適切な
た治療を受けることが可能となる。 

②計画の目的 

コールドチェーン機材の老朽化が原因で発生するワクチン品質低下を防止し、
結核感染者を速やかに発見して治療し、感染拡大を防止することによって、カ
ンボジア国民の健全な生活を維持するために、緊急かつ重要なプロジェクトで
ある。 

③被援助国の実施体制 

予防接種拡大計画及び結核対策計画ともに人員及び体制ともに確保され、順調
に運営されている。WHO や UNICEF による技術的支援（おもに予防接種戦略
計画）や日本の技術協力プロジェクト（結核対策プロジェクト）も継続的に行
われ、本プロジェクトの実施にあたり、保健省による機材管理技術者の養成も
行われており、充分対応できるものと考えられる。 

④中・長期的開発計画目標 

コールドチェーン機材の調達により、保管におけるワクチンの品質低下が防止
され予防接種の効果が確実になり、カンボジアの予防接種率を向上させ、感染
症防止という目標に寄与することとなる。また、感染症の罹患率が低減するこ
とで国民が健康な生活を享受する助けとなる。 

⑤収益性 
本計画に収益性はない。調達されるコールドチェーン機材及び医薬品は病院や
ヘルスセンターなど保健施設に配備または配布され予防接種活動及び結核対
策のためだけに使用される。 
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⑥環境への影響 

特になし。冷媒にフロンガスを含まない冷蔵庫、冷凍庫の導入により、環境に
配慮したワクチン保管が可能となる。注射器の完全燃焼後に生じる灰は二次汚
染の心配もなく、発生量も 1 回に 500g 程度であり、日常生活で生じる灰と比
較して量的にも多くないため環境への影響も少ない。 

⑦実施可能性 特段の問題なく実行可能である。 

 

以上の点から判断して無償資金協力により本プロジェクトを実施することは妥当であると考えられる。 

 

４-４ 結論 

 本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く住民の BHN

の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金協力を実施する

ことの妥当性がある。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、相手国側体制は人員・資金

ともに充分満足できるものである。なお、相手国側体制において、「4-2 課題・提言」に記述したような点

が実施・保証されれば、本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施しうると考えられる。 
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